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第１章 事業実施概要 

1. 事業目的 

 

災害に備えることは、住民の健康で安全な生活を維持することに不可欠なものであ

るが、過疎化や高齢化の進展に伴い、地域住民の主体的な取り組みが求められるとと

もに、要援護者を含めた支援など地域の福祉と連携した取り組みの必要性が高まって

いる。 

本事業は、四国管内で参考となる事例を収集・分析し、地域の福祉と連携した取り組

みを進めるための方策を見出すことを目的とする。 

  

＜ポイント＞ 

 ☆過疎化、高齢化が進む中で、地域でどのようにして取り組むことができるのか 

   ⇒自主的に取り組むきっかけを持たせることができるのか 

⇒取り組む地域単位はどうあるべきか 

⇒個別避難計画は地域住民にとって身近なものとなっているのか 

☆地域共生、地域福祉の観点からの取り組みが重要ではないか 

   ⇒地域での話し合いがなされているのか 

地域福祉計画において位置づけられているか 

    地区防災計画が作成されているか、その中に位置づけられているか 

 ☆地域のさまざまな主体とどのような連携体制をとっていくのか 

   ⇒行政機関、社会福祉協議会、福祉関係団体、福祉避難所、地域団体、研究機関 
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2. 事業の進め方 

(1) 調査研究委員会の設置 

事業の進め方や分析結果について検討するために、調査研究委員会を設置する。委

員会の構成メンバーは、以下のとおりであった。 

 

【委員長】 

田中  きよむ 高知県立大学 社会福祉学部 教授 

【委 員】 

（有識者） 

井若  和久 徳島大学人と地域共創センター 学術研究員 

（行政（県）） 

北村  福之 徳島県保健福祉部保健福祉政策課 主任 

宮本  正也 香川県健康福祉部長寿社会対策課 

 地域包括ケア推進グループ 課長補佐 （10 月まで） 

髙橋  大 香川県健康福祉部健康福祉総務課  

 地域保健グループ 課長補佐     （11 月から） 

佐竹  一浩 高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課 課長補佐 

越智  一浩 愛媛県保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課 企画係長 

 

【オブザーバー】 

厚生労働省 四国厚生支局 

 

【事 務 局】 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

星芝  由美子 共生・社会政策部 主任研究員 

山本  将利 経済政策部 主任研究員 

伊與田  航 研究開発第２部（名古屋） 副主任研究員 

吉田  夏稀 研究開発第１部（名古屋） 研究員 

 

【調査研究委員会の議題・開催日】 

 時期 議題 

第１回 ８月 29 日 

13 時～15 時 

・事業の進め方 

・アンケート項目についての検討  
・事例調査ヒアリング先について 

第２回 10 月 23 日 

13 時～15 時 

・事例調査中間報告 

・アンケート調査票 

第３回 12 月 26 日 

10 時～12 時 

・アンケート結果速報報告 

・追加事例調査の検討 

・報告会の実施方法について 

第４回 ２月 15 日 

10 時～12 時 

・報告書骨子案について 

・報告会についての打ち合わせ 

第５回 

（報告会） 

２月 28 日 

13 時 30 分～

16 時 30 分 

・事業成果報告会 
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(2) 調査の実施 

① 災害時でも安心して住み続けられる地域づくり政策に関する調査の実施 

 四国４県の市町村全数（95 市町村）を対象に、当該地域の災害対策にかかる事業、

地域づくりの事例について把握するための郵送調査を行った 

【実施概要】 

〇調査名：災害時でも安心して住み続けられる地域づくり政策に関する調査 

〇調査対象：四国地方の全市町村（95 市町村） 

〇調査手法：郵送配布・郵送回収（一部メール回収を行った） 

〇調査期間：令和５年 11 月１日～令和６年１月 11 日 

〇調査課題 

・地域における自然災害の認識 

・災害時に備えた福祉部門の取り組み 

・各種計画の策定状況 

・要配慮者を対象とした地域防災における取り組みについて 

・避難行動要支援者名簿および個別避難計画について 

・要配慮者の地域の中での認識、把握について 

・災害に備えた活動・地域づくりについて  ／等 

 

② 事例調査(訪問インタビュー調査)の実施 

 委員等からの紹介事例や、①で把握できた事例等を対象に、詳細を把握するための

訪問インタビュー調査を行った。いずれも田中委員長、四国厚生支局職員、三菱 UFJ

リサーチ＆コンサルティングの研究員が訪問調査を行った。（参加者の一部はオンラ

イン参加の場合もあった。） 

【対象・訪問日】 

対象 訪問日 訪問者・参加者 

愛媛県：地域支え合

い・包括的地域福祉事

業 

令和５年９月６日 田中委員長 

四国厚生支局 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

徳島大学・美波町地域

づくりセンター 

 

令和５年９月 22

日 

田中委員長 

四国厚生支局 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

高知県日高村役場 

日高村社会福祉協議

会 

令和５年９月 24

日 

田中委員長 

四国厚生支局 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

高松市 令和６年１月 30

日 

田中委員長 

四国厚生支局 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 
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(3) 報告会の開催 

本調査の調査結果等を報告する報告会を実施した。 

新型コロナウイルス感染対策及び多くの人に参加してもらう機会を提供するため、

オンラインで開催した。 

・日時：令和６年２月 28 日（木）13：30～16：30 

・参加者数：73 アカウント（※１アカウントで複数名が視聴している場合も含む。） 

・プログラム： 

【ご挨拶】 四国厚生支局 支局長 榎本 芳人 

【事業全体概要の報告】 高知県立大学 社会福祉学部 教授 田中きよむ 

【アンケート結果の報告】 

災害時でも安心して住み続けられる地域づくり政策に関する市町村アンケート結果の

報告  

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 主任研究員 山本 将利 

【事例紹介】 

四国内の先導的な活動に関する事例報告 

• 徳島大学 人と地域共創センター 学術研究員 井若 和久 

• 高知県日高村社会福祉協議会 事務局長 浜永 鈴美 

• 愛媛県 保健福祉部 社会福祉医療局 保健福祉課 企画係長 越智 一浩 

【パネルディスカッション】 

地域で安心して暮らし続けるための支援体制づくりを目指して 

• コーディネーター ：高知県立大学 社会福祉学部 教授 田中きよむ 

• パネリスト：事例紹介者 
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第２章 災害時でも安心して住み続けられる地域づくり政策

に関する調査 

1. 調査実施概要 
 

(1) 目的  
市町村における災害時における福祉部門の取り組み状況、課題等を把握し、地域づく

り政策の参考とすることを目的とする。  

 

(2) 対象  
 四国地方の全市町村（95 市町村）  
 

(3) 調査手法  
郵送配布・郵送回収（市町村の負担を鑑み、一部メール回収を行った。）  

 

(4) 調査期間  
令和５年 11 月１日～令和６年１月 11 日  

 

(5) 調査項目  
 〇地域における自然災害の認識  
 〇災害時に備えた福祉部門の取り組み  

 〇各種計画の策定状況  

〇要配慮者を対象とした地域防災における取り組みについて  
 〇避難行動要支援者名簿および個別避難計画について  

〇要配慮者の地域の中での認識、把握について 

〇災害に備えた活動・地域づくりについて              ／等  
 

2. 回収状況 
 

調査票の回収数は 74 件、回収率は 77.9％であった。  
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3. 調査の結果の詳細 

(1) 地域における自然災害への認識  

① 「災害」としての認識  
 地域において起こる「災害」として認識しているものについて尋ねたところ、「地震」

が 100％、「豪雨」が 94.6%、「土砂崩れ」が 91.9%、「洪水」が 86.5％、「地すべり」が

83.8％であった。  

 県別にみると、徳島県では内陸の市町村が多いことから「津波」「高潮」をあげる割

合が低く、香川県では海に面している市町が多いことから、「津波」「高潮」をあげる割

合が高く、瀬戸内海に面していることから「暴風」をあげる割合が低い。愛媛県では

「暴風」「豪雪」をあげる割合が高い。  

 
図表 2-1 地域において起こる「災害」への認識 (n=74) (Q１) 

 

図表 2-2 地域において起こる「災害」への認識 (Q１：県別、市・町村別) 

 

  

100.0%

56.8%

94.6%

77.0%

86.5%

52.7%

91.9%

83.8%

25.7%

9.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地震

津波

豪雨

暴風

洪水

高潮

土砂崩れ

地すべり

豪雪

その他

無回答

合計 地震 津波 豪雨 暴風 洪水 高潮 土砂崩れ 地すべり 豪雪 その他 無回答

74 74 42 70 57 64 39 68 62 19 7 0
100.0% 100.0% 56.8% 94.6% 77.0% 86.5% 52.7% 91.9% 83.8% 25.7% 9.5% 0.0%

17 17 7 15 13 15 6 14 14 3 1 0
100.0% 100.0% 41.2% 88.2% 76.5% 88.2% 35.3% 82.4% 82.4% 17.6% 5.9% 0.0%

16 16 13 16 9 13 13 15 15 1 0 0
100.0% 100.0% 81.3% 100.0% 56.3% 81.3% 81.3% 93.8% 93.8% 6.3% 0.0% 0.0%

18 18 9 17 16 15 10 17 15 10 5 0
100.0% 100.0% 50.0% 94.4% 88.9% 83.3% 55.6% 94.4% 83.3% 55.6% 27.8% 0.0%

23 23 13 22 19 21 10 22 18 5 1 0
100.0% 100.0% 56.5% 95.7% 82.6% 91.3% 43.5% 95.7% 78.3% 21.7% 4.3% 0.0%

33 33 25 32 28 31 25 31 29 10 4 0
100.0% 100.0% 75.8% 97.0% 84.8% 93.9% 75.8% 93.9% 87.9% 30.3% 12.1% 0.0%

41 41 17 38 29 33 14 37 33 9 3 0
100.0% 100.0% 41.5% 92.7% 70.7% 80.5% 34.1% 90.2% 80.5% 22.0% 7.3% 0.0%

市

町村

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県
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② 特にリスクの高い災害  
 特にリスクの高い災害として認識されているものは、「地震」が 29.7％、「津波」が

24.3%、「豪雨」が 21.6%、「土砂崩れ」が 18.9%であった。  
なお、「無回答」が 40.5％あり、特にリスクの高い災害を認識していない地域が多い

と推測される。  

県別にみると、香川県では「豪雨」「高潮」をあげる割合が高く、高知県では「津波」

「豪雨」をあげる割合が高い。  

 
図表 2-3 地域において起こる特にリスクの高い「災害」への認識 (n=74) (Q１) 

 

 

図表 2-4 地域において起こる特にリスクの高い「災害」への認識 (Q１：県別、市・町村別) 

 

 

  

29.7%

24.3%

21.6%

2.7%

12.2%

6.8%

18.9%

5.4%

0.0%

0.0%

40.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地震

津波

豪雨

暴風

洪水

高潮

土砂崩れ

地すべり

豪雪

その他

無回答

合計 地震 津波 豪雨 暴風 洪水 高潮 土砂崩れ 地すべり 豪雪 その他 無回答

74 22 18 16 2 9 5 14 4 0 0 30
100.0% 29.7% 24.3% 21.6% 2.7% 12.2% 6.8% 18.9% 5.4% 0.0% 0.0% 40.5%

17 5 5 2 1 3 1 4 2 0 0 7
100.0% 29.4% 29.4% 11.8% 5.9% 17.6% 5.9% 23.5% 11.8% 0.0% 0.0% 41.2%

16 4 1 5 0 2 3 2 0 0 0 7
100.0% 25.0% 6.3% 31.3% 0.0% 12.5% 18.8% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 43.8%

18 6 4 2 0 2 1 3 1 0 0 8
100.0% 33.3% 22.2% 11.1% 0.0% 11.1% 5.6% 16.7% 5.6% 0.0% 0.0% 44.4%

23 7 8 7 1 2 0 5 1 0 0 8
100.0% 30.4% 34.8% 30.4% 4.3% 8.7% 0.0% 21.7% 4.3% 0.0% 0.0% 34.8%

33 13 12 10 2 5 2 6 3 0 0 14
100.0% 39.4% 36.4% 30.3% 6.1% 15.2% 6.1% 18.2% 9.1% 0.0% 0.0% 42.4%

41 9 6 6 0 4 3 8 1 0 0 16
100.0% 22.0% 14.6% 14.6% 0.0% 9.8% 7.3% 19.5% 2.4% 0.0% 0.0% 39.0%

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村

全体
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(2) 災害時に備えた福祉部門の取り組み  
福祉部門として災害時に備えた取り組みとして、行っている施策について尋ねたと

ころ、「避難行動要支援者名簿の作成」が 94.6%、「個別避難計画の作成」が 79.7%、

「避難行動支援者名簿の関係者への共有」が 68.9％、「福祉避難所の指定・周知」が

それぞれ 60.8%であった。  

県別にみると、高知県では「避難行動要支援者名簿の作成」「個別避難計画の作

成」への取り組みが回答した市町村では 100％であった。  

 
図表 2-5 災害時に備えた福祉部門の取り組み (複数回答) (n=74) (Q２) 

 
 

図表 2-6 災害時に備えた福祉部門の取り組み (複数回答)(Q２：県別、市・町村別) 
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高齢者､
障害者､
乳幼児等
の防災施
策におい
て要配慮
者に対応
するため
の検討

防災訓
練･避難
訓練

福祉避難
所の指
定･周知

避難所に
おける合
理的配慮
等の方策
検討

その他 福祉部門
では特に
行ってい
ない

無回答

74 46 16 23 15 70 51 59 38 29 45 17 0 1 0
100.0% 62.2% 21.6% 31.1% 20.3% 94.6% 68.9% 79.7% 51.4% 39.2% 60.8% 23.0% 0.0% 1.4% 0.0%

17 9 3 4 2 16 11 15 9 4 11 3 0 0 0
100.0% 52.9% 17.6% 23.5% 11.8% 94.1% 64.7% 88.2% 52.9% 23.5% 64.7% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0%

16 9 4 6 2 15 9 9 7 4 8 5 0 1 0
100.0% 56.3% 25.0% 37.5% 12.5% 93.8% 56.3% 56.3% 43.8% 25.0% 50.0% 31.3% 0.0% 6.3% 0.0%

18 13 5 7 5 16 11 12 9 7 10 4 0 0 0
100.0% 72.2% 27.8% 38.9% 27.8% 88.9% 61.1% 66.7% 50.0% 38.9% 55.6% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0%

23 15 4 6 6 23 20 23 13 14 16 5 0 0 0
100.0% 65.2% 17.4% 26.1% 26.1% 100.0% 87.0% 100.0% 56.5% 60.9% 69.6% 21.7% 0.0% 0.0% 0.0%

33 20 7 8 6 31 24 28 16 12 21 9 0 1 0
100.0% 60.6% 21.2% 24.2% 18.2% 93.9% 72.7% 84.8% 48.5% 36.4% 63.6% 27.3% 0.0% 3.0% 0.0%

41 26 9 15 9 39 27 31 22 17 24 8 0 0 0
100.0% 63.4% 22.0% 36.6% 22.0% 95.1% 65.9% 75.6% 53.7% 41.5% 58.5% 19.5% 0.0% 0.0% 0.0%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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(3) 各種計画の策定状況  

① 「地域福祉計画」の策定状況  
 「地域福祉計画」の策定状況は、「策定済」が 91.9％、「今年度中に策定予定」が 4.1％

であった。高知県では「策定済」が 100％であった。  
 

図表 2-7 地域福祉計画の策定状況 (n=74) (Q３) 

 
図表 2-8 地域福祉計画の策定状況 (Q３：県別、市・町村別) 

 

  

  

91.9%

4.1%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

策定済 今年度中に策定予定 策定していない

合計 策定済 今年度中
に策定予
定

策定して
いない

無回答

74 68 3 3 0
100.0% 91.9% 4.1% 4.1% 0.0%

17 16 1 0 0
100.0% 94.1% 5.9% 0.0% 0.0%

16 15 1 0 0
100.0% 93.8% 6.3% 0.0% 0.0%

18 14 1 3 0
100.0% 77.8% 5.6% 16.7% 0.0%

23 23 0 0 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

33 32 0 1 0
100.0% 97.0% 0.0% 3.0% 0.0%

41 36 3 2 0
100.0% 87.8% 7.3% 4.9% 0.0%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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② 「地域防災計画」において想定されている災害 
 「地域防災計画」において想定されている災害は、「地震」が 95.9％、「豪雨」が 93.2％、

「土砂崩れ」が 87.8％、「地すべり」「洪水」が 81.1％、「暴風」が 78.4％であった。  
県別にみると、徳島県では内陸の市町村が多いことから「津波」「高潮」をあげる割

合が低く、香川県では海に面している市町が多いことから、「津波」「高潮」をあげる割

合が高く、瀬戸内海に面していることから「暴風」をあげる割合が低い。愛媛県では

「豪雪」をあげる割合が高い。これらは、Q１『地域において起こる「災害」として認

識しているもの』と同様の傾向を示している。 

市と町村を比べると、町村の方が「津波」「高潮」をあげる割合が低い。  
 

図表 2-9 地域防災計画において想定されている災害（複数回答） (n=74) (Q４) 

 
図表 2-10 地域防災計画において想定されている災害（複数回答） (Q4：県別、市・町村別) 

 

  

95.9%
56.8%

93.2%
78.4%

81.1%
48.6%

87.8%
81.1%

27.0%
24.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地震

津波

豪雨

暴風

洪水

高潮

土砂崩れ

地すべり

豪雪

その他

無回答

合計 地震 津波 豪雨 暴風 洪水 高潮 土砂崩れ 地すべり 豪雪 その他 無回答

74 71 42 69 58 60 36 65 60 20 18 0
100.0% 95.9% 56.8% 93.2% 78.4% 81.1% 48.6% 87.8% 81.1% 27.0% 24.3% 0.0%

17 15 6 15 14 13 5 15 15 4 3 0
100.0% 88.2% 35.3% 88.2% 82.4% 76.5% 29.4% 88.2% 88.2% 23.5% 17.6% 0.0%

16 15 13 14 10 11 12 14 13 1 3 0
100.0% 93.8% 81.3% 87.5% 62.5% 68.8% 75.0% 87.5% 81.3% 6.3% 18.8% 0.0%

18 18 10 18 15 15 10 17 16 11 6 0
100.0% 100.0% 55.6% 100.0% 83.3% 83.3% 55.6% 94.4% 88.9% 61.1% 33.3% 0.0%

23 23 13 22 19 21 9 19 16 4 6 0
100.0% 100.0% 56.5% 95.7% 82.6% 91.3% 39.1% 82.6% 69.6% 17.4% 26.1% 0.0%

33 33 26 33 27 30 25 32 30 11 8 0
100.0% 100.0% 78.8% 100.0% 81.8% 90.9% 75.8% 97.0% 90.9% 33.3% 24.2% 0.0%

41 38 16 36 31 30 11 33 30 9 10 0
100.0% 92.7% 39.0% 87.8% 75.6% 73.2% 26.8% 80.5% 73.2% 22.0% 24.4% 0.0%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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③ 「地域福祉計画」と「地域防災計画」との関係 
 「『地域福祉計画』『地域防災計画』との連携は特にない」が 40.5％、「策定にあたり､

地域防災計画･地域福祉計画相互の内容を活用した」が 36.5％、「地域福祉計画と地域

防災計画には共通の内容を盛り込んでいる」が 14.9％であった。  

 
図表 2-11  「地域福祉計画」と「地域防災計画」との関係 (n=74) (Q５) 

 
図表 2-12  「地域福祉計画」と「地域防災計画」との関係 (Q５：県別、市・町村別) 

 

  

14.9% 36.5% 40.5%

4.1%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域福祉計画と地域防災計画には共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない
無回答

合計 地域福祉
計画と地
域防災計
画には共
通の内容
を盛り込
んでいる

策定にあ
たり､地
域防災計
画･地域
福祉計画
相互の内
容を活用
した

地域福祉
計画と地
域防災計
画との連
携はない

｢地域福
祉計画｣
を策定し
ていない

無回答

74 11 27 30 3 3
100.0% 14.9% 36.5% 40.5% 4.1% 4.1%

17 3 8 6 0 0
100.0% 17.6% 47.1% 35.3% 0.0% 0.0%

16 2 5 8 0 1
100.0% 12.5% 31.3% 50.0% 0.0% 6.3%

18 1 8 6 3 0
100.0% 5.6% 44.4% 33.3% 16.7% 0.0%

23 5 6 10 0 2
100.0% 21.7% 26.1% 43.5% 0.0% 8.7%

33 7 13 12 1 0
100.0% 21.2% 39.4% 36.4% 3.0% 0.0%

41 4 14 18 2 3
100.0% 9.8% 34.1% 43.9% 4.9% 7.3%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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④ ｢地域防災計画｣における災害時の要配慮者への支援体制  
 ｢地域防災計画｣における災害時の要配慮者への支援体制について尋ねたところ、「あ

る」が 41.9％、「ない」が 56.8％であった。  
 県別にみると、香川県では「ある」とする割合が高く、市と町村を比べると、市では

「ある」とする割合が高い。  

 
図表 2-13 ｢地域防災計画｣における災害時の要配慮者への支援体制 (n=74) (Q６) 

 
図表 2-14 ｢地域防災計画｣における災害時の要配慮者への支援体制 (Q６：県別、市・町村別) 

 
  

41.9% 56.8% 0.0%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 要配慮者への支援体制の記載がない 無回答

合計 ある ない 要配慮者
への支援
体制の記
載がない

無回答

74 31 42 0 1
100.0% 41.9% 56.8% 0.0% 1.4%

17 5 12 0 0
100.0% 29.4% 70.6% 0.0% 0.0%

16 9 7 0 0
100.0% 56.3% 43.8% 0.0% 0.0%

18 8 10 0 0
100.0% 44.4% 55.6% 0.0% 0.0%

23 9 13 0 1
100.0% 39.1% 56.5% 0.0% 4.3%

33 17 16 0 0
100.0% 51.5% 48.5% 0.0% 0.0%

41 14 26 0 1
100.0% 34.1% 63.4% 0.0% 2.4%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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(4) 要配慮者を対象とした地域防災における取り組みについて  

① 災害時の要配慮者への支援体制にかかわっている主体  
 災害時の要配慮者への支援体制にかかわっている主体について尋ねたところ、「市町

村福祉担当部局」が 98.6％、「市町村防災担当部局」が 79.7％、「民生委員・児童委員」

が 78.4％、「自主防災組織」が 66.2％、「社会福祉協議会」が 67.6％であった。  

県別にみると、徳島県では「地域包括支援センター」「障害福祉サービス事業所」が、

香川県では「警察」「社会福祉協議会」「自治会・町内会」、愛媛県では「障害福祉サー

ビス事業所」「自治会・町内会」「消防団」がかかわっている割合が高いことが特徴であ

る。  

 
図表 2-15  災害時の要配慮者への支援体制にかかわっている主体（複数回答） (n=74) (Q７) 

  

 
  

79.7%
98.6%

21.6%
54.1%

40.5%
67.6%

56.8%
37.8%

35.1%
54.1%

78.4%
66.2%

45.9%
16.2%

9.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村防災担当部局

市町村福祉担当部局

市町村のその他の部局

消防署

警察

社会福祉協議会

地域包括支援センター

介護サービス事業所

障害福祉サービス事業所

自治会･町内会

民生委員･児童委員

自主防災組織

消防団

福祉関係団体･NPO法人

その他
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図表 2-16 災害時の要配慮者への支援体制にかかわっている主体（複数回答）(Q７：県別、市・

町村別) 

 

 
 
  

合計 市町村防
災担当部
局

市町村福
祉担当部
局

市町村の
その他の
部局

消防署 警察 社会福祉
協議会

地域包括
支援セン
ター

介護サー
ビス事業
所

74 59 73 16 40 30 50 42 28
100.0% 79.7% 98.6% 21.6% 54.1% 40.5% 67.6% 56.8% 37.8%

17 14 17 5 9 5 13 12 9
100.0% 82.4% 100.0% 29.4% 52.9% 29.4% 76.5% 70.6% 52.9%

16 15 15 1 10 10 13 6 1
100.0% 93.8% 93.8% 6.3% 62.5% 62.5% 81.3% 37.5% 6.3%

18 15 18 3 8 4 10 10 8
100.0% 83.3% 100.0% 16.7% 44.4% 22.2% 55.6% 55.6% 44.4%

23 15 23 7 13 11 14 14 10
100.0% 65.2% 100.0% 30.4% 56.5% 47.8% 60.9% 60.9% 43.5%

33 31 33 10 24 17 22 17 12
100.0% 93.9% 100.0% 30.3% 72.7% 51.5% 66.7% 51.5% 36.4%

41 28 40 6 16 13 28 25 16
100.0% 68.3% 97.6% 14.6% 39.0% 31.7% 68.3% 61.0% 39.0%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村

合計 障害福祉
サービス
事業所

自治会･
町内会

民生委
員･児童
委員

自主防災
組織

消防団 福祉関係
団体･NPO
法人

その他 無回答

74 26 40 58 49 34 12 7 0
100.0% 35.1% 54.1% 78.4% 66.2% 45.9% 16.2% 9.5% 0.0%

17 8 6 13 9 7 2 3 0
100.0% 47.1% 35.3% 76.5% 52.9% 41.2% 11.8% 17.6% 0.0%

16 1 11 14 11 7 2 2 0
100.0% 6.3% 68.8% 87.5% 68.8% 43.8% 12.5% 12.5% 0.0%

18 8 11 13 14 11 5 1 0
100.0% 44.4% 61.1% 72.2% 77.8% 61.1% 27.8% 5.6% 0.0%

23 9 12 18 15 9 3 1 0
100.0% 39.1% 52.2% 78.3% 65.2% 39.1% 13.0% 4.3% 0.0%

33 11 21 27 24 18 5 4 0
100.0% 33.3% 63.6% 81.8% 72.7% 54.5% 15.2% 12.1% 0.0%

41 15 19 31 25 16 7 3 0
100.0% 36.6% 46.3% 75.6% 61.0% 39.0% 17.1% 7.3% 0.0%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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② 実行体制にかかわっている主体との役割分担  
 実行体制にかかわっている主体との役割分担について尋ねたところ、「役割が決めら

れている団体とそうでない団体がある」が 44.6％、「特に明確な役割分担を決めていな

い」が 35.1％であった。  

 県別にみると、香川県では「特に明確な役割分担を決めていない」とする割合が高

い。  
市と町村を比べると、市では「役割が決められている団体とそうでない団体がある」、

町村では「特に明確な役割分担を決めていない」とする割合が高い。  

 
図表 2-17 ｢地域防災計画｣における災害時の要配慮者への支援体制 (n=74) (Q８) 

  
図表 2-18 ｢地域防災計画｣における災害時の要配慮者への支援体制(Q８：県別、市・町村別) 

 
 

 
  

17.6% 44.6% 35.1%

2.7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

団体ごとに明確に決められている

役割が決められている団体とそうでない団体がある

特に明確な役割分担を決めていない

その他

合計 団体ごと
に明確に
決められ
ている

役割が決
められて
いる団体
とそうで
ない団体
がある

特に明確
な役割分
担を決め
ていない

その他 無回答

74 13 33 26 2 0
100.0% 17.6% 44.6% 35.1% 2.7% 0.0%

17 2 8 6 1 0
100.0% 11.8% 47.1% 35.3% 5.9% 0.0%

16 3 5 8 0 0
100.0% 18.8% 31.3% 50.0% 0.0% 0.0%

18 4 9 5 0 0
100.0% 22.2% 50.0% 27.8% 0.0% 0.0%

23 4 11 7 1 0
100.0% 17.4% 47.8% 30.4% 4.3% 0.0%

33 5 20 7 1 0
100.0% 15.2% 60.6% 21.2% 3.0% 0.0%

41 8 13 19 1 0
100.0% 19.5% 31.7% 46.3% 2.4% 0.0%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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③ 団体間の連携における課題  
 支援する団体間の連携における課題について尋ねたところ、「地域住民の担い手確保

が難しい」が 75.7％、「個人情報等の管理が難しい」が 55.4％、「住民組織等との連携

が難しい」が 54.1％であった。  

県別にみると、徳島県では「災害種別対応が難しい」「住民組織等との連携が難しい」

の割合が高く、香川県では「個人情報等の管理が難しい」の割合が高く、愛媛県では

「地域住民の担い手確保が難しい」の割合が高かった。一方で、高知県では、「地域住

民の担い手確保が難しい」の割合が低かった。 

市と町村を比べると、市では「個人情報等の管理が難しい」「住民組織との連携が難

しい」「地域住民の担い手確保が難しい」をあげる割合が高かった。  

 
図表 2-19 支援する団体間の連携における課題（複数回答） (n=74) (Q９) 

  
 
 

図表 2-20 支援する団体間の連携における課題（複数回答） (Q９：県別、市・町村別) 

 
 

31.1%

55.4%

54.1%

23.0%

75.7%

25.7%

4.1%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害種類別の対応が難しい

個人情報等の管理が難しい

住民組織等との連携が難しい

福祉施設･専門職等との連携が難しい

地域住民の担い手確保が難しい

専門職等の確保が難しい

その他

無回答

合計 災害種類
別の対応
が難しい

個人情報
等の管理
が難しい

住民組織
等との連
携が難し
い

福祉施
設･専門
職等との
連携が難
しい

地域住民
の担い手
確保が難
しい

専門職等
の確保が
難しい

その他 無回答

74 23 41 40 17 56 19 3 2
100.0% 31.1% 55.4% 54.1% 23.0% 75.7% 25.7% 4.1% 2.7%

17 8 10 12 6 13 6 1 0
100.0% 47.1% 58.8% 70.6% 35.3% 76.5% 35.3% 5.9% 0.0%

16 4 11 6 1 11 3 2 0
100.0% 25.0% 68.8% 37.5% 6.3% 68.8% 18.8% 12.5% 0.0%

18 4 10 10 5 17 6 0 0
100.0% 22.2% 55.6% 55.6% 27.8% 94.4% 33.3% 0.0% 0.0%

23 7 10 12 5 15 4 0 2
100.0% 30.4% 43.5% 52.2% 21.7% 65.2% 17.4% 0.0% 8.7%

33 10 22 23 7 29 9 0 0
100.0% 30.3% 66.7% 69.7% 21.2% 87.9% 27.3% 0.0% 0.0%

41 13 19 17 10 27 10 3 2
100.0% 31.7% 46.3% 41.5% 24.4% 65.9% 24.4% 7.3% 4.9%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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④ 今後特に連携を深める必要があると考える関係者  
 今後特に連携を深める必要があると考える関係者について尋ねたところ、「自主防災

組織」が 56.8％、「自治会・町内会」が 35.1％であった。特に、地域住民との連携を課

題としていることが伺える。  

県別にみると、香川県では「自治会・町内会」を、高知県では、「社会福祉協議会」

「地域包括支援センター」「介護サービス事業所」をあげる割合が高かった。  
市と町村を比べると、市では「介護サービス事業所」を、町村では「社会福祉協議会」

をあげる割合が高かった。  

 
図表 2-21 今後特に連携を深める必要があると考える関係者（３つまでを回答） (n=74) (Q10) 

  
 

  

24.3%
17.6%

1.4%
2.7%

1.4%
20.3%

12.2%
24.3%

17.6%
35.1%

23.0%
56.8%

10.8%
0.0%

4.1%
9.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村防災担当部局

市町村福祉担当部局

市町村のその他の部局

消防署

警察

社会福祉協議会

地域包括支援センター

介護サービス事業所

障害福祉サービス事業所

自治会･町内会

民生委員･児童委員

自主防災組織

消防団

福祉関係団体･NPO法人

その他

無回答
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図表 2-22 今後特に連携を深める必要があると考える関係者（３つまでを回答）  

(Q10：県別、市・町村別) 

 
 
 

 

 
 

 

 
  

合計 市町村防
災担当部
局

市町村福
祉担当部
局

市町村の
その他の
部局

消防署 警察 社会福祉
協議会

地域包括
支援セン
ター

介護サー
ビス事業
所

74 18 13 1 2 1 15 9 18
100.0% 24.3% 17.6% 1.4% 2.7% 1.4% 20.3% 12.2% 24.3%

17 5 4 1 1 1 3 2 1
100.0% 29.4% 23.5% 5.9% 5.9% 5.9% 17.6% 11.8% 5.9%

16 4 3 0 0 0 3 2 3
100.0% 25.0% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 18.8% 12.5% 18.8%

18 5 4 0 1 0 1 0 5
100.0% 27.8% 22.2% 0.0% 5.6% 0.0% 5.6% 0.0% 27.8%

23 4 2 0 0 0 8 5 9
100.0% 17.4% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 34.8% 21.7% 39.1%

33 7 8 1 1 0 4 4 12
100.0% 21.2% 24.2% 3.0% 3.0% 0.0% 12.1% 12.1% 36.4%

41 11 5 0 1 1 11 5 6
100.0% 26.8% 12.2% 0.0% 2.4% 2.4% 26.8% 12.2% 14.6%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村

合計 障害福祉
サービス
事業所

自治会･
町内会

民生委
員･児童
委員

自主防災
組織

消防団 福祉関係
団体･NPO
法人

その他 無回答

74 13 26 17 42 8 0 3 7
100.0% 17.6% 35.1% 23.0% 56.8% 10.8% 0.0% 4.1% 9.5%

17 2 4 6 10 2 0 1 1
100.0% 11.8% 23.5% 35.3% 58.8% 11.8% 0.0% 5.9% 5.9%

16 1 9 5 9 1 0 1 1
100.0% 6.3% 56.3% 31.3% 56.3% 6.3% 0.0% 6.3% 6.3%

18 5 5 0 9 2 0 0 5
100.0% 27.8% 27.8% 0.0% 50.0% 11.1% 0.0% 0.0% 27.8%

23 5 8 6 14 3 0 1 0
100.0% 21.7% 34.8% 26.1% 60.9% 13.0% 0.0% 4.3% 0.0%

33 8 10 7 20 1 0 1 3
100.0% 24.2% 30.3% 21.2% 60.6% 3.0% 0.0% 3.0% 9.1%

41 5 16 10 22 7 0 2 4
100.0% 12.2% 39.0% 24.4% 53.7% 17.1% 0.0% 4.9% 9.8%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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⑤ 望まれる連携内容  
今後望まれる連携内容について、自由記述にて記載していただいたところ、以下の

ような回答があった。  
 

（名簿等の情報共有） 

☆要配慮者の健康状態や親族の連絡先の把握  
☆要支援者の情報提供や個別避難計画作成に必要な情報の共有  

☆訪問活動などによる情報収集及び共有化  

 
（計画作成） 

☆個別避難計画作成における民生・児童委員及び自主防災組織との連携  

☆介護サービス事業所等と協働による実効性のある個別避難計画づくり  
☆個別避難計画策定に係る自主防災組織の関与 

☆要支援者と支援者が一緒に個別避難計画の内容を検討  

☆避難行動要支援者名簿への登録への理解、制度周知  
☆各地区避難所から福祉避難所等への移送について、地域住民の対応が可能な計画づ

くり  

 
（訓練の実施） 

☆要配慮者・名簿対象者を含めた避難訓練、消防団を交えた訓練  

☆地域による平時からの見守りと避難訓練  
☆平常時からの情報共有及び災害避難訓練の共同実施  

 

（災害発生時の体制構築） 

☆要配慮者の安否確認を行う体制構築（家族、知人、行政）  

☆漏れなく支援する手法の確立  

☆スムーズな避難誘導、避難所での助け合い  
☆生活物資等の提供、職員派遣や利用者の受入、各施設の利用情報の共有  

☆迅速な情報伝達  

☆近隣協力員の確保  
 

（学習・啓発活動） 

☆地域全体で災害時の要配慮者支援に取り組めるような周知啓発の促進  
☆学習会開催（防災や避難行動要支援者に関するテーマ）  
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（地域住民組織との連携） 

☆自主防災組織との連携による避難方法等の検討  

☆地域活動を通じた要配慮者と町内会・防災会・民生委員等との接点構築  
☆自主防災組織に対し、公助として担当部局がフォローできる関係構築  

☆地区住民の状態変化など情報共有による災害時対応の体制構築  

☆地域で見守りが必要な方の確認把握をするネットワーク事業の継続  
 

（福祉事業者との連携） 

☆個別避難計画作成業務の委託契約の実施  
☆避難訓練、福祉避難所開設運営訓練等への参加依頼  

☆介護サービス事業所、民生委員、自主防災組織との連携・協議等  

☆福祉事業所との協定等による福祉避難所の確保  
☆訪問介護など災害時 BCP の作成義務化による連携推進  

☆災害発生後、展開期～安定期における支援ボランティアの受入れ体制構築  

☆要配慮者の受入や専門職のボランティア派遣など  
 

（庁内での連携） 

☆関係課が多岐にわたるため。まずは、庁内連携がとれる体制づくりが必要  
☆少しずつ防災担当部局と話し合いを進められるようにはなっているが、それぞれの

役割が理解できていない実情がある  

☆自主防災組織から防災担当部局を通じて福祉担当部局に情報が入る仕組みづくり  
 

  



 21 

(5) 避難行動要支援者名簿および個別避難計画について  

① ｢個別避難計画｣の作成状況  
 避難行動要支援者名簿に記載の対象者についての「個別避難計画」の作成状況につ

いては、「全員作成済」が 13.5％、「作成は名簿記載者の概ね５割以上」が 21.6％、「作

成は名簿記載者の５割未満」が 58.1％であった。  
図表 2-23 ｢個別避難計画｣の作成状況 (n=74) (Q11) 

 
県別にみると、高知県では、「全員作成済」「作成は名簿記載者の概ね５割以上」を合

わせて半数を超えることが特徴である。  

 
図表 2-24 ｢個別避難計画｣の作成状況 (Q11：県別、市・町村別) 

 

 

  

13.5% 21.6% 58.1% 6.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全員作成済 作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満 作成していない

合計 全員作成
済

作成は名
簿記載者
の概ね5
割以上

作成は名
簿記載者
の5割未
満

作成して
いない

無回答

74 10 16 43 5 0
100.0% 13.5% 21.6% 58.1% 6.8% 0.0%

17 2 2 12 1 0
100.0% 11.8% 11.8% 70.6% 5.9% 0.0%

16 1 3 9 3 0
100.0% 6.3% 18.8% 56.3% 18.8% 0.0%

18 3 1 13 1 0
100.0% 16.7% 5.6% 72.2% 5.6% 0.0%

23 4 10 9 0 0
100.0% 17.4% 43.5% 39.1% 0.0% 0.0%

33 3 8 21 1 0
100.0% 9.1% 24.2% 63.6% 3.0% 0.0%

41 7 8 22 4 0
100.0% 17.1% 19.5% 53.7% 9.8% 0.0%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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② ｢個別避難計画」にかかわっている主体  
 「個別避難計画」を作成している市町村に対して、かかわっている主体について、段

階ごとに尋ねた。  
『新たな避難行動要支援者の把握』については、「市町村福祉担当部局」が 82.6％、

「民生委員・児童委員」が 46.4％、「地域包括支援センター」が 21.7％、「自治会・町内

会」「対象者本人」が 20.3％であった。  
県別にみると、徳島県では「対象者本人」、香川県では「民生委員・児童委員」が、

愛媛県では「介護支援専門員・相談支援専門員」、高知県では、「地域住民」の割合が高

いことが特徴である。  
Q12『｢個別避難計画｣作成状況』との関連をみると、「全員作成済」「作成は名簿記載

者の概ね５割以上」である市町村では、「自治会･町内会」「民生委員･児童委員」の割合

が高い。  
 

図表 2-25 ｢個別避難計画｣作成にかかわっている主体（複数回答）(n=69) (Q12SQ１) 

『新たな避難行動要支援者の把握』 

 

  

15.9%
82.6%

5.8%
0.0%
0.0%

20.3%
13.0%

18.8%
21.7%

10.1%
4.3%

14.5%
20.3%

46.4%
18.8%

0.0%
0.0%
1.4%
1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村防災担当部局

市町村福祉担当部局

市町村のその他の部局

消防署

警察

対象者本人

地域住民

介護支援専門員･相談支援専門員

地域包括支援センター

介護サービス事業所

障害福祉サービス事業所

社会福祉協議会

自治会･町内会

民生委員･児童委員

自主防災組織

消防団

福祉関係団体･NPO法人

その他

無回答
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図表 2-26 ｢個別避難計画｣作成にかかわっている主体(複数回答）(Q12SQ１クロス集計) 

『新たな避難行動要支援者の把握』 

 

  

合計 市町村防
災担当部
局

市町村福
祉担当部
局

市町村の
その他の
部局

消防署 警察 対象者本
人

地域住民 介護支援
専門員･
相談支援
専門員

地域包括
支援セン
ター

介護サー
ビス事業
所

69 11 57 4 0 0 14 9 13 15 7
100.0% 15.9% 82.6% 5.8% 0.0% 0.0% 20.3% 13.0% 18.8% 21.7% 10.1%

16 1 13 0 0 0 7 2 2 4 2
100.0% 6.3% 81.3% 0.0% 0.0% 0.0% 43.8% 12.5% 12.5% 25.0% 12.5%

13 3 9 1 0 0 3 1 2 3 1
100.0% 23.1% 69.2% 7.7% 0.0% 0.0% 23.1% 7.7% 15.4% 23.1% 7.7%

17 3 14 1 0 0 1 1 5 2 2
100.0% 17.6% 82.4% 5.9% 0.0% 0.0% 5.9% 5.9% 29.4% 11.8% 11.8%

23 4 21 2 0 0 3 5 4 6 2
100.0% 17.4% 91.3% 8.7% 0.0% 0.0% 13.0% 21.7% 17.4% 26.1% 8.7%

32 6 26 3 0 0 8 5 5 3 1
100.0% 18.8% 81.3% 9.4% 0.0% 0.0% 25.0% 15.6% 15.6% 9.4% 3.1%

37 5 31 1 0 0 6 4 8 12 6
100.0% 13.5% 83.8% 2.7% 0.0% 0.0% 16.2% 10.8% 21.6% 32.4% 16.2%

10 1 8 0 0 0 4 3 3 2 0
100.0% 10.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 30.0% 30.0% 20.0% 0.0%

27 5 22 3 0 0 4 5 5 7 5
100.0% 18.5% 81.5% 11.1% 0.0% 0.0% 14.8% 18.5% 18.5% 25.9% 18.5%

26 4 23 1 0 0 6 0 5 5 1
100.0% 15.4% 88.5% 3.8% 0.0% 0.0% 23.1% 0.0% 19.2% 19.2% 3.8%

3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 1 8 0 0 0 1 1 3 3 0
100.0% 10.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 30.0% 30.0% 0.0%

16 1 16 1 0 0 2 5 1 4 1
100.0% 6.3% 100.0% 6.3% 0.0% 0.0% 12.5% 31.3% 6.3% 25.0% 6.3%

43 9 33 3 0 0 11 3 9 8 6
100.0% 20.9% 76.7% 7.0% 0.0% 0.0% 25.6% 7.0% 20.9% 18.6% 14.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 0 6 0 0 0 0 3 1 3 1
100.0% 0.0% 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3% 42.9% 14.3%

41 7 34 1 0 0 6 4 11 10 6
100.0% 17.1% 82.9% 2.4% 0.0% 0.0% 14.6% 9.8% 26.8% 24.4% 14.6%

20 4 16 3 0 0 7 1 1 1 0
100.0% 20.0% 80.0% 15.0% 0.0% 0.0% 35.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県

合計 障害福祉
サービス
事業所

社会福祉
協議会

自治会･
町内会

民生委
員･児童
委員

自主防災
組織

消防団 福祉関係
団体･NPO
法人

その他 無回答 非該当

69 3 10 14 32 13 0 0 1 1 5
100.0% 4.3% 14.5% 20.3% 46.4% 18.8% 0.0% 0.0% 1.4% 1.4%

16 2 1 1 9 3 0 0 0 0 1
100.0% 12.5% 6.3% 6.3% 56.3% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

13 0 2 5 8 3 0 0 0 0 3
100.0% 0.0% 15.4% 38.5% 61.5% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

17 0 3 3 7 3 0 0 1 1 1
100.0% 0.0% 17.6% 17.6% 41.2% 17.6% 0.0% 0.0% 5.9% 5.9%

23 1 4 5 8 4 0 0 0 0 0
100.0% 4.3% 17.4% 21.7% 34.8% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

32 0 2 9 13 7 0 0 1 1 1
100.0% 0.0% 6.3% 28.1% 40.6% 21.9% 0.0% 0.0% 3.1% 3.1%

37 3 8 5 19 6 0 0 0 0 4
100.0% 8.1% 21.6% 13.5% 51.4% 16.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 0 1 3 4 3 0 0 0 0 1
100.0% 0.0% 10.0% 30.0% 40.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

27 2 5 6 15 4 0 0 1 0 0
100.0% 7.4% 18.5% 22.2% 55.6% 14.8% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0%

26 1 3 5 12 5 0 0 0 0 4
100.0% 3.8% 11.5% 19.2% 46.2% 19.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

10 0 2 3 6 1 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 20.0% 30.0% 60.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16 0 3 5 9 3 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 18.8% 31.3% 56.3% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

43 3 5 6 17 9 0 0 1 1 0
100.0% 7.0% 11.6% 14.0% 39.5% 20.9% 0.0% 0.0% 2.3% 2.3%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 0 3 2 4 1 0 0 0 0 1
100.0% 0.0% 42.9% 28.6% 57.1% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

41 3 6 7 19 5 0 0 1 1 2
100.0% 7.3% 14.6% 17.1% 46.3% 12.2% 0.0% 0.0% 2.4% 2.4%

20 0 1 5 9 6 0 0 0 0 2
100.0% 0.0% 5.0% 25.0% 45.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県
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『個人情報提供に関する避難行動要支援者への同意の取得』については、「市町村福

祉担当部局」が 59.4％、「民生委員・児童委員」が 44.9％、「対象者本人」が 24.6％、

「介護支援専門員・相談支援専門員」が 21.7％であった。  
県別にみると、徳島県では「民生委員・児童委員」、香川県では「自主防災組織」の

割合が高いことが特徴である。  

Q12『｢個別避難計画｣作成状況』との関連をみると、「作成は名簿記載者の５割未満」

である市町村では、「対象者本人」の割合が高い。  

Q15『要配慮者の地域の中での認識､把握について』との関連をみると「お互いに認

識しておらず､把握する仕組みもない地区が多いと思う」とする市町村では、「対象者

本人」の割合が高い。  

 
図表 2-27 ｢個別避難計画｣作成にかかわっている主体（複数回答）(n=69) (Q12SQ２) 

『個人情報提供に関する避難行動要支援者への同意の取得』  

 

  

18.8%
59.4%

5.8%
0.0%
0.0%

24.6%
2.9%

21.7%
18.8%

8.7%
2.9%

11.6%
14.5%

44.9%
14.5%

0.0%
0.0%
1.4%
1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村防災担当部局

市町村福祉担当部局

市町村のその他の部局

消防署

警察

対象者本人

地域住民

介護支援専門員･相談支援専門員

地域包括支援センター

介護サービス事業所

障害福祉サービス事業所

社会福祉協議会

自治会･町内会

民生委員･児童委員

自主防災組織

消防団

福祉関係団体･NPO法人

その他

無回答
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図表 2-28 ｢個別避難計画｣の作成状況（複数回答）(Q12SQ２クロス集計) 

『個人情報提供に関する避難行動要支援者への同意の取得』  

 

  

合計 市町村防
災担当部
局

市町村福
祉担当部
局

市町村の
その他の
部局

消防署 警察 対象者本
人

地域住民 介護支援
専門員･
相談支援
専門員

地域包括
支援セン
ター

介護サー
ビス事業
所

69 13 41 4 0 0 17 2 15 13 6
100.0% 18.8% 59.4% 5.8% 0.0% 0.0% 24.6% 2.9% 21.7% 18.8% 8.7%

16 0 10 0 0 0 6 1 2 2 2
100.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 6.3% 12.5% 12.5% 12.5%

13 4 6 0 0 0 4 0 2 2 1
100.0% 30.8% 46.2% 0.0% 0.0% 0.0% 30.8% 0.0% 15.4% 15.4% 7.7%

17 5 9 1 0 0 3 0 4 2 2
100.0% 29.4% 52.9% 5.9% 0.0% 0.0% 17.6% 0.0% 23.5% 11.8% 11.8%

23 4 16 3 0 0 4 1 7 7 1
100.0% 17.4% 69.6% 13.0% 0.0% 0.0% 17.4% 4.3% 30.4% 30.4% 4.3%

32 8 18 2 0 0 10 0 8 2 2
100.0% 25.0% 56.3% 6.3% 0.0% 0.0% 31.3% 0.0% 25.0% 6.3% 6.3%

37 5 23 2 0 0 7 2 7 11 4
100.0% 13.5% 62.2% 5.4% 0.0% 0.0% 18.9% 5.4% 18.9% 29.7% 10.8%

10 1 7 0 0 0 5 1 4 2 0
100.0% 10.0% 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 10.0% 40.0% 20.0% 0.0%

27 4 17 2 0 0 4 0 4 5 6
100.0% 14.8% 63.0% 7.4% 0.0% 0.0% 14.8% 0.0% 14.8% 18.5% 22.2%

26 5 14 2 0 0 7 0 7 6 0
100.0% 19.2% 53.8% 7.7% 0.0% 0.0% 26.9% 0.0% 26.9% 23.1% 0.0%

3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 2 6 0 0 0 0 0 1 3 0
100.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 30.0% 0.0%

16 2 10 2 0 0 4 1 1 3 0
100.0% 12.5% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 25.0% 6.3% 6.3% 18.8% 0.0%

43 9 25 2 0 0 13 1 13 7 6
100.0% 20.9% 58.1% 4.7% 0.0% 0.0% 30.2% 2.3% 30.2% 16.3% 14.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 0 5 0 0 0 1 1 1 2 0
100.0% 0.0% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 0.0%

41 5 25 2 0 0 8 0 12 9 5
100.0% 12.2% 61.0% 4.9% 0.0% 0.0% 19.5% 0.0% 29.3% 22.0% 12.2%

20 8 11 2 0 0 7 0 2 2 1
100.0% 40.0% 55.0% 10.0% 0.0% 0.0% 35.0% 0.0% 10.0% 10.0% 5.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県

合計 障害福祉
サービス
事業所

社会福祉
協議会

自治会･
町内会

民生委
員･児童
委員

自主防災
組織

消防団 福祉関係
団体･NPO
法人

その他 無回答 非該当

69 2 8 10 31 10 0 0 1 1 5
100.0% 2.9% 11.6% 14.5% 44.9% 14.5% 0.0% 0.0% 1.4% 1.4%

16 2 2 0 9 1 0 0 0 0 1
100.0% 12.5% 12.5% 0.0% 56.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

13 0 2 3 6 3 0 0 0 0 3
100.0% 0.0% 15.4% 23.1% 46.2% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

17 0 2 4 8 3 0 0 1 0 1
100.0% 0.0% 11.8% 23.5% 47.1% 17.6% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0%

23 0 2 3 8 3 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 8.7% 13.0% 34.8% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3%

32 0 3 7 14 6 0 0 1 0 1
100.0% 0.0% 9.4% 21.9% 43.8% 18.8% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0%

37 2 5 3 17 4 0 0 0 1 4
100.0% 5.4% 13.5% 8.1% 45.9% 10.8% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7%

10 0 1 1 4 3 0 0 0 0 1
100.0% 0.0% 10.0% 10.0% 40.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

27 2 4 5 16 3 0 0 1 1 0
100.0% 7.4% 14.8% 18.5% 59.3% 11.1% 0.0% 0.0% 3.7% 3.7%

26 0 3 4 10 4 0 0 0 0 4
100.0% 0.0% 11.5% 15.4% 38.5% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 10.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16 0 2 1 8 1 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 12.5% 6.3% 50.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3%

43 2 6 8 18 8 0 0 1 0 0
100.0% 4.7% 14.0% 18.6% 41.9% 18.6% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1
100.0% 0.0% 0.0% 14.3% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%

41 2 5 6 18 5 0 0 1 0 2
100.0% 4.9% 12.2% 14.6% 43.9% 12.2% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0%

20 0 3 3 10 3 0 0 0 0 2
100.0% 0.0% 15.0% 15.0% 50.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県
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『個別避難計画の作成に関わる避難行動要支援者の情報（健康状態等を含む）の確

認』については、「市町村福祉担当部局」が 55.1％、「民生委員・児童委員」が 43.5％、

「介護支援専門員・相談支援専門員」「地域包括支援センター」が 33.3％、「対象者本

人」が 24.6％であった。  

県別にみると、徳島県では、「市町村担当部局」「対象者本人」「地域包括支援センタ

ー」「民生委員・児童委員」「自主防災組織」の割合が、香川県では「対象者本人」「自

治会・町内会」「民生委員・児童委員」「自主防災組織」の割合が、高知県では「市町村

担当部局」の割合が高いことが特徴である。  

Q12『｢個別避難計画｣作成状況』との関連をみると、「作成は名簿記載者の概ね５割

未満」である市町村では、「対象者本人」の割合が高い。  

Q15『要配慮者の地域の中での認識､把握について』との関連をみると「お互いに認

識しておらず､把握する仕組みもない地区が多いと思う」とする市町村では、「対象者

本人」の割合が高い。  

この２つの問との関連については、『個人情報提供に関する避難行動要支援者への同

意の取得』(Q12SQ２)の問と同様の傾向を示している。  
 

図表 2-29 ｢個別避難計画｣作成にかかわっている主体（複数回答）(n=69) (Q12SQ３) 

『個別避難計画の作成に関わる避難行動要支援者の情報（健康状態等を含む）の確認』  

 
  

11.6%
55.1%

5.8%
0.0%
0.0%

24.6%
7.2%

33.3%
33.3%

11.6%
7.2%

18.8%
17.4%

43.5%
15.9%

0.0%
0.0%
1.4%
1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村防災担当部局

市町村福祉担当部局

市町村のその他の部局

消防署

警察

対象者本人

地域住民

介護支援専門員･相談支援専門員

地域包括支援センター

介護サービス事業所

障害福祉サービス事業所

社会福祉協議会

自治会･町内会

民生委員･児童委員

自主防災組織

消防団

福祉関係団体･NPO法人

その他

無回答
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図表 2-30 ｢個別避難計画｣作成にかかわっている主体（複数回答）(n=69) (Q12SQ３クロス集計) 

『個別避難計画の作成に関わる避難行動要支援者の情報（健康状態等を含む）の確認』  

 

 

合計 市町村防
災担当部
局

市町村福
祉担当部
局

市町村の
その他の
部局

消防署 警察 対象者本
人

地域住民 介護支援
専門員･
相談支援
専門員

地域包括
支援セン
ター

介護サー
ビス事業
所

69 8 38 4 0 0 17 5 23 23 8
100.0% 11.6% 55.1% 5.8% 0.0% 0.0% 24.6% 7.2% 33.3% 33.3% 11.6%

16 1 11 0 0 0 5 2 4 7 3
100.0% 6.3% 68.8% 0.0% 0.0% 0.0% 31.3% 12.5% 25.0% 43.8% 18.8%

13 2 4 0 0 0 4 1 3 2 1
100.0% 15.4% 30.8% 0.0% 0.0% 0.0% 30.8% 7.7% 23.1% 15.4% 7.7%

17 3 8 1 0 0 4 0 7 3 3
100.0% 17.6% 47.1% 5.9% 0.0% 0.0% 23.5% 0.0% 41.2% 17.6% 17.6%

23 2 15 3 0 0 4 2 9 11 1
100.0% 8.7% 65.2% 13.0% 0.0% 0.0% 17.4% 8.7% 39.1% 47.8% 4.3%

32 5 19 2 0 0 8 3 8 5 1
100.0% 15.6% 59.4% 6.3% 0.0% 0.0% 25.0% 9.4% 25.0% 15.6% 3.1%

37 3 19 2 0 0 9 2 15 18 7
100.0% 8.1% 51.4% 5.4% 0.0% 0.0% 24.3% 5.4% 40.5% 48.6% 18.9%

10 1 8 0 0 0 4 2 5 3 0
100.0% 10.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 50.0% 30.0% 0.0%

27 2 13 2 0 0 6 1 7 9 6
100.0% 7.4% 48.1% 7.4% 0.0% 0.0% 22.2% 3.7% 25.9% 33.3% 22.2%

26 2 14 2 0 0 5 1 10 9 2
100.0% 7.7% 53.8% 7.7% 0.0% 0.0% 19.2% 3.8% 38.5% 34.6% 7.7%

3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 2 6 0 0 0 0 0 3 5 1
100.0% 20.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 50.0% 10.0%

16 0 10 2 0 0 3 1 3 7 1
100.0% 0.0% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0% 18.8% 6.3% 18.8% 43.8% 6.3%

43 6 22 2 0 0 14 4 17 11 6
100.0% 14.0% 51.2% 4.7% 0.0% 0.0% 32.6% 9.3% 39.5% 25.6% 14.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 0 5 0 0 0 1 1 2 4 0
100.0% 0.0% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 28.6% 57.1% 0.0%

41 3 22 2 0 0 9 0 18 15 8
100.0% 7.3% 53.7% 4.9% 0.0% 0.0% 22.0% 0.0% 43.9% 36.6% 19.5%

20 4 10 2 0 0 6 4 2 3 0
100.0% 20.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 30.0% 20.0% 10.0% 15.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県

合計 障害福祉
サービス
事業所

社会福祉
協議会

自治会･
町内会

民生委
員･児童
委員

自主防災
組織

消防団 福祉関係
団体･NPO
法人

その他 無回答 非該当

69 5 13 12 30 11 0 0 1 1 5
100.0% 7.2% 18.8% 17.4% 43.5% 15.9% 0.0% 0.0% 1.4% 1.4%

16 2 4 0 10 1 0 0 0 0 1
100.0% 12.5% 25.0% 0.0% 62.5% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

13 1 2 5 8 3 0 0 0 0 3
100.0% 7.7% 15.4% 38.5% 61.5% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

17 1 3 4 8 4 0 0 1 0 1
100.0% 5.9% 17.6% 23.5% 47.1% 23.5% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0%

23 1 4 3 4 3 0 0 0 1 0
100.0% 4.3% 17.4% 13.0% 17.4% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3%

32 0 4 9 14 7 0 0 1 0 1
100.0% 0.0% 12.5% 28.1% 43.8% 21.9% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0%

37 5 9 3 16 4 0 0 0 1 4
100.0% 13.5% 24.3% 8.1% 43.2% 10.8% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7%

10 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1
100.0% 0.0% 10.0% 10.0% 40.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

27 2 5 6 14 5 0 0 1 1 0
100.0% 7.4% 18.5% 22.2% 51.9% 18.5% 0.0% 0.0% 3.7% 3.7%

26 3 5 5 9 4 0 0 0 0 4
100.0% 11.5% 19.2% 19.2% 34.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 10.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16 1 3 2 7 2 0 0 0 1 0
100.0% 6.3% 18.8% 12.5% 43.8% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3%

43 4 10 9 18 8 0 0 1 0 0
100.0% 9.3% 23.3% 20.9% 41.9% 18.6% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1
100.0% 0.0% 14.3% 14.3% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%

41 5 9 8 17 6 0 0 1 0 2
100.0% 12.2% 22.0% 19.5% 41.5% 14.6% 0.0% 0.0% 2.4% 0.0%

20 0 3 3 10 4 0 0 0 0 2
100.0% 0.0% 15.0% 15.0% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県
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『支援者とのマッチング』については、「民生委員・児童委員」が 42.0％、「市町村福

祉担当部局」が 36.2％、「対象者本人」が 26.1％、「自主防災組織」が 21.7％、「介護支

援専門員・相談支援専門員」が 20.3％であった。  
県別にみると、徳島県では「対象者本人」の割合が、香川県では「対象者本人」「自

治会・町内会」「民生委員・児童委員」の割合が、高知県では「市町村福祉担当部局」

の割合が高いことが特徴である。  
Q12『｢個別避難計画｣作成状況』との関連をみると、「全員作成済」である市町村で

は「自治会・町内会」「民生委員・児童委員」の割合が高い。「作成は名簿記載者の概ね

５割以上」である市町村では「市町村福祉部局」「社会福祉協議会」の割合が高い。「作

成は名簿記載者の５割未満」である市町村では、「対象者本人」の割合が高い。  

Q15『要配慮者の地域の中での認識､把握について』との関連をみると「ほぼ全ての

地区で､おおむね認識､把握されていると思う」とする市町村では「市町村福祉担当部

局」「地域住民」「社会福祉協議会」「自治会・町内会」「民生委員・児童委員」の割合が

高い。  

 

図表 2-31 ｢個別避難計画｣作成にかかわっている主体（複数回答）(n=69) (Q12SQ４) 

『支援者とのマッチング』  

 
 

  

18.8%
36.2%

2.9%
0.0%
0.0%

26.1%
10.1%

20.3%
15.9%

8.7%
4.3%

15.9%
24.6%

42.0%
21.7%

1.4%
0.0%
1.4%

11.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村防災担当部局

市町村福祉担当部局

市町村のその他の部局

消防署

警察

対象者本人

地域住民

介護支援専門員･相談支援専門員

地域包括支援センター

介護サービス事業所

障害福祉サービス事業所

社会福祉協議会

自治会･町内会

民生委員･児童委員

自主防災組織

消防団

福祉関係団体･NPO法人

その他

無回答
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図表 2-32 ｢個別避難計画｣の作成状況（複数回答）(Q12SQ４クロス集計) 

『支援者とのマッチング』  

 

  

合計 市町村防
災担当部
局

市町村福
祉担当部
局

市町村の
その他の
部局

消防署 警察 対象者本
人

地域住民 介護支援
専門員･
相談支援
専門員

地域包括
支援セン
ター

介護サー
ビス事業
所

69 13 25 2 0 0 18 7 14 11 6
100.0% 18.8% 36.2% 2.9% 0.0% 0.0% 26.1% 10.1% 20.3% 15.9% 8.7%

16 2 6 0 0 0 6 3 4 4 2
100.0% 12.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 18.8% 25.0% 25.0% 12.5%

13 2 2 0 0 0 6 1 2 1 1
100.0% 15.4% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 46.2% 7.7% 15.4% 7.7% 7.7%

17 6 5 0 0 0 4 1 5 2 3
100.0% 35.3% 29.4% 0.0% 0.0% 0.0% 23.5% 5.9% 29.4% 11.8% 17.6%

23 3 12 2 0 0 2 2 3 4 0
100.0% 13.0% 52.2% 8.7% 0.0% 0.0% 8.7% 8.7% 13.0% 17.4% 0.0%

32 6 9 1 0 0 12 3 6 1 1
100.0% 18.8% 28.1% 3.1% 0.0% 0.0% 37.5% 9.4% 18.8% 3.1% 3.1%

37 7 16 1 0 0 6 4 8 10 5
100.0% 18.9% 43.2% 2.7% 0.0% 0.0% 16.2% 10.8% 21.6% 27.0% 13.5%

10 0 4 0 0 0 4 2 2 1 0
100.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 20.0% 10.0% 0.0%

27 5 13 0 0 0 6 4 6 5 5
100.0% 18.5% 48.1% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 14.8% 22.2% 18.5% 18.5%

26 6 6 2 0 0 7 1 6 5 1
100.0% 23.1% 23.1% 7.7% 0.0% 0.0% 26.9% 3.8% 23.1% 19.2% 3.8%

3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 3 4 0 0 0 0 1 1 3 0
100.0% 30.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 30.0% 0.0%

16 4 8 2 0 0 3 3 0 2 0
100.0% 25.0% 50.0% 12.5% 0.0% 0.0% 18.8% 18.8% 0.0% 12.5% 0.0%

43 6 13 0 0 0 15 3 13 6 6
100.0% 14.0% 30.2% 0.0% 0.0% 0.0% 34.9% 7.0% 30.2% 14.0% 14.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 1 4 0 0 0 0 2 0 1 0
100.0% 14.3% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0%

41 8 17 1 0 0 11 1 11 9 6
100.0% 19.5% 41.5% 2.4% 0.0% 0.0% 26.8% 2.4% 26.8% 22.0% 14.6%

20 4 4 1 0 0 6 3 2 0 0
100.0% 20.0% 20.0% 5.0% 0.0% 0.0% 30.0% 15.0% 10.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県

合計 障害福祉
サービス
事業所

社会福祉
協議会

自治会･
町内会

民生委
員･児童
委員

自主防災
組織

消防団 福祉関係
団体･NPO
法人

その他 無回答 非該当

69 3 11 17 29 15 1 0 1 8 5
100.0% 4.3% 15.9% 24.6% 42.0% 21.7% 1.4% 0.0% 1.4% 11.6%

16 2 1 1 7 1 1 0 0 1 1
100.0% 12.5% 6.3% 6.3% 43.8% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3%

13 0 3 6 8 3 0 0 0 1 3
100.0% 0.0% 23.1% 46.2% 61.5% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%

17 1 3 6 7 7 0 0 1 1 1
100.0% 5.9% 17.6% 35.3% 41.2% 41.2% 0.0% 0.0% 5.9% 5.9%

23 0 4 4 7 4 0 0 0 5 0
100.0% 0.0% 17.4% 17.4% 30.4% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% 21.7%

32 0 4 9 12 9 0 0 1 4 1
100.0% 0.0% 12.5% 28.1% 37.5% 28.1% 0.0% 0.0% 3.1% 12.5%

37 3 7 8 17 6 1 0 0 4 4
100.0% 8.1% 18.9% 21.6% 45.9% 16.2% 2.7% 0.0% 0.0% 10.8%

10 0 1 2 4 3 0 0 0 2 1
100.0% 0.0% 10.0% 20.0% 40.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

27 2 3 7 12 6 1 0 1 2 0
100.0% 7.4% 11.1% 25.9% 44.4% 22.2% 3.7% 0.0% 3.7% 7.4%

26 1 6 7 11 6 0 0 0 2 4
100.0% 3.8% 23.1% 26.9% 42.3% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%

3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

10 0 1 4 7 2 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 10.0% 40.0% 70.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%

16 0 4 3 7 1 1 0 0 2 0
100.0% 0.0% 25.0% 18.8% 43.8% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 12.5%

43 3 6 10 15 12 0 0 1 5 0
100.0% 7.0% 14.0% 23.3% 34.9% 27.9% 0.0% 0.0% 2.3% 11.6%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 0 2 3 4 1 1 0 0 2 1
100.0% 0.0% 28.6% 42.9% 57.1% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 28.6%

41 3 7 10 17 9 0 0 1 3 2
100.0% 7.3% 17.1% 24.4% 41.5% 22.0% 0.0% 0.0% 2.4% 7.3%

20 0 2 4 8 5 0 0 0 3 2
100.0% 0.0% 10.0% 20.0% 40.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県
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『個別避難計画の作成に関わる避難先や避難経路の確認』については、「市町村福祉

担当部局」が 49.3％、「民生委員・児童委員」が 42.0％、「対象者本人」「市町村防災担

当部局」が 34.8％、「自主防災組織」が 24.6％であった。  
県別にみると、徳島県では「市町村防災担当部局」「市町村福祉担当部局」の割合が、

香川県では「対象者本人」の割合が、愛媛県では「介護支援専門員・相談支援専門員」、

高知県では「市町村福祉担当部局」の割合が高いことが特徴である。  
Q12『｢個別避難計画｣作成状況』との関連をみると、「作成は名簿記載者の５割未満」

である市町村では、「対象者本人」「介護支援専門員･相談支援専門員」「自主防災組織」

の割合が高い。  
Q15『要配慮者の地域の中での認識､把握について』との関連をみると「お互いに認

識しておらず､把握する仕組みもない地区が多いと思う」とする市町村では、「市町村

防災担当部局」の割合が高い。  
 

図表 2-33 ｢個別避難計画｣作成にかかわっている主体（複数回答）(n=69)(Q12SQ５) 

『個別避難計画の作成に関わる避難先や避難経路の確認』  

 
  

34.8%
49.3%

5.8%
0.0%
0.0%

34.8%
13.0%

15.9%
10.1%

7.2%
2.9%

10.1%
23.2%

42.0%
24.6%

1.4%
0.0%

2.9%
4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市町村防災担当部局

市町村福祉担当部局

市町村のその他の部局

消防署

警察

対象者本人

地域住民

介護支援専門員･相談支援専門員

地域包括支援センター

介護サービス事業所

障害福祉サービス事業所

社会福祉協議会

自治会･町内会

民生委員･児童委員

自主防災組織

消防団

福祉関係団体･NPO法人

その他

無回答
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図表 2-34 ｢個別避難計画｣の作成状況（複数回答）(Q12SQ クロス集計) 

『個別避難計画の作成に関わる避難先や避難経路の確認』  

 

  

合計 市町村防
災担当部
局

市町村福
祉担当部
局

市町村の
その他の
部局

消防署 警察 対象者本
人

地域住民 介護支援
専門員･
相談支援
専門員

地域包括
支援セン
ター

介護サー
ビス事業
所

69 24 34 4 0 0 24 9 11 7 5
100.0% 34.8% 49.3% 5.8% 0.0% 0.0% 34.8% 13.0% 15.9% 10.1% 7.2%

16 8 11 0 0 0 5 4 2 2 2
100.0% 50.0% 68.8% 0.0% 0.0% 0.0% 31.3% 25.0% 12.5% 12.5% 12.5%

13 4 3 0 0 0 6 3 1 0 0
100.0% 30.8% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 46.2% 23.1% 7.7% 0.0% 0.0%

17 7 6 0 0 0 5 0 5 2 2
100.0% 41.2% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% 29.4% 0.0% 29.4% 11.8% 11.8%

23 5 14 4 0 0 8 2 3 3 1
100.0% 21.7% 60.9% 17.4% 0.0% 0.0% 34.8% 8.7% 13.0% 13.0% 4.3%

32 13 15 3 0 0 14 6 6 1 2
100.0% 40.6% 46.9% 9.4% 0.0% 0.0% 43.8% 18.8% 18.8% 3.1% 6.3%

37 11 19 1 0 0 10 3 5 6 3
100.0% 29.7% 51.4% 2.7% 0.0% 0.0% 27.0% 8.1% 13.5% 16.2% 8.1%

10 2 7 1 0 0 4 1 2 0 0
100.0% 20.0% 70.0% 10.0% 0.0% 0.0% 40.0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0%

27 10 15 1 0 0 8 6 4 4 5
100.0% 37.0% 55.6% 3.7% 0.0% 0.0% 29.6% 22.2% 14.8% 14.8% 18.5%

26 8 10 2 0 0 9 2 5 3 0
100.0% 30.8% 38.5% 7.7% 0.0% 0.0% 34.6% 7.7% 19.2% 11.5% 0.0%

3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 4 6 0 0 0 0 1 1 2 0
100.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 20.0% 0.0%

16 4 9 3 0 0 6 3 0 2 0
100.0% 25.0% 56.3% 18.8% 0.0% 0.0% 37.5% 18.8% 0.0% 12.5% 0.0%

43 16 19 1 0 0 18 5 10 3 5
100.0% 37.2% 44.2% 2.3% 0.0% 0.0% 41.9% 11.6% 23.3% 7.0% 11.6%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 1 5 0 0 0 1 0 0 1 0
100.0% 14.3% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0%

41 13 21 2 0 0 17 5 9 6 4
100.0% 31.7% 51.2% 4.9% 0.0% 0.0% 41.5% 12.2% 22.0% 14.6% 9.8%

20 9 7 2 0 0 5 4 2 0 1
100.0% 45.0% 35.0% 10.0% 0.0% 0.0% 25.0% 20.0% 10.0% 0.0% 5.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県

合計 障害福祉
サービス
事業所

社会福祉
協議会

自治会･
町内会

民生委
員･児童
委員

自主防災
組織

消防団 福祉関係
団体･NPO
法人

その他 無回答 非該当

69 2 7 16 29 17 1 0 2 3 5
100.0% 2.9% 10.1% 23.2% 42.0% 24.6% 1.4% 0.0% 2.9% 4.3%

16 2 1 2 8 2 1 0 1 0 1
100.0% 12.5% 6.3% 12.5% 50.0% 12.5% 6.3% 0.0% 6.3% 0.0%

13 0 2 6 8 3 0 0 0 0 3
100.0% 0.0% 15.4% 46.2% 61.5% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

17 0 2 5 7 6 0 0 1 1 1
100.0% 0.0% 11.8% 29.4% 41.2% 35.3% 0.0% 0.0% 5.9% 5.9%

23 0 2 3 6 6 0 0 0 2 0
100.0% 0.0% 8.7% 13.0% 26.1% 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7%

32 0 3 8 13 8 0 0 2 1 1
100.0% 0.0% 9.4% 25.0% 40.6% 25.0% 0.0% 0.0% 6.3% 3.1%

37 2 4 8 16 9 1 0 0 2 4
100.0% 5.4% 10.8% 21.6% 43.2% 24.3% 2.7% 0.0% 0.0% 5.4%

10 0 0 1 4 3 0 0 0 1 1
100.0% 0.0% 0.0% 10.0% 40.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%

27 2 2 10 14 6 1 0 2 1 0
100.0% 7.4% 7.4% 37.0% 51.9% 22.2% 3.7% 0.0% 7.4% 3.7%

26 0 5 4 9 6 0 0 0 1 4
100.0% 0.0% 19.2% 15.4% 34.6% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%

3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16 0 3 3 7 2 1 0 0 1 0
100.0% 0.0% 18.8% 18.8% 43.8% 12.5% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3%

43 2 4 11 18 14 0 0 2 2 0
100.0% 4.7% 9.3% 25.6% 41.9% 32.6% 0.0% 0.0% 4.7% 4.7%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 0 0 2 2 2 1 0 0 1 1
100.0% 0.0% 0.0% 28.6% 28.6% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3%

41 2 5 9 17 9 0 0 2 2 2
100.0% 4.9% 12.2% 22.0% 41.5% 22.0% 0.0% 0.0% 4.9% 4.9%

20 0 2 5 10 5 0 0 0 0 2
100.0% 0.0% 10.0% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県
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③ ｢個別避難計画」の作成にあたっての課題  
「個別避難計画」の作成にあたっての課題について、『対象者個別の計画に関する項

目』『連携・情報管理に関する項目』に分けて尋ねた。  
『対象者個別の計画に関する項目』では、「支援者の確保が難しい」が 75.7％、「支援

が必要とされる人全員について作成ができていない」が 58.1％、「対象者の同意が得ら

れない」が 33.8％であった。  
県別にみると、香川県では「対象者の把握が難しい」「避難経路の検討が難しい」「支

援が必要とされる全員についての作成ができていない」とする割合が高いことが特徴

である。  
Q15『要配慮者の地域の中での認識､把握について』との関連をみると、「お互いに認

識しておらず､把握する仕組みもない地区が多いと思う」とする市町村において、全体

的に課題としてあげている割合が高い。  
 

図表 2-35 ｢個別避難計画｣の作成にあたっての課題（複数回答） (n=74) (Q13-１) 

『対象者個別の計画に関する項目』 

 
 

図表 2-36 ｢個別避難計画｣の作成にあたっての課題（複数回答）(Q13-１：県別、市・町村別) 

『対象者個別の計画に関する項目』  

 

  

33.8%

21.6%

75.7%

24.3%

18.9%

58.1%

14.9%

2.7%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象者の同意が得られない

対象者の把握が難しい

支援者の確保が難しい

避難経路の検討が難しい

避難場所の確保が難しい

支援が必要とされる人全員について作成ができていない

その他

特にない

無回答

合計 対象者の
同意が得
られない

対象者の
把握が難
しい

支援者の
確保が難
しい

避難経路
の検討が
難しい

避難場所
の確保が
難しい

支援が必
要とされ
る人全員
について
作成がで
きていな
い

その他 特にない 無回答

74 25 16 56 18 14 43 11 2 1
100.0% 33.8% 21.6% 75.7% 24.3% 18.9% 58.1% 14.9% 2.7% 1.4%

17 6 5 14 5 4 10 4 1 1
100.0% 35.3% 29.4% 82.4% 29.4% 23.5% 58.8% 23.5% 5.9% 5.9%

16 4 5 13 6 3 12 2 0 0
100.0% 25.0% 31.3% 81.3% 37.5% 18.8% 75.0% 12.5% 0.0% 0.0%

18 8 3 14 3 1 11 1 1 0
100.0% 44.4% 16.7% 77.8% 16.7% 5.6% 61.1% 5.6% 5.6% 0.0%

23 7 3 15 4 6 10 4 0 0
100.0% 30.4% 13.0% 65.2% 17.4% 26.1% 43.5% 17.4% 0.0% 0.0%

33 19 8 25 9 8 22 5 1 0
100.0% 57.6% 24.2% 75.8% 27.3% 24.2% 66.7% 15.2% 3.0% 0.0%

41 6 8 31 9 6 21 6 1 1
100.0% 14.6% 19.5% 75.6% 22.0% 14.6% 51.2% 14.6% 2.4% 2.4%

市

町村

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

全体
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図表 2-37 ｢個別避難計画｣の作成にあたっての課題（複数回答）(Q13-１：Q15 との関連) 

『対象者個別の計画に関する項目』  

 

 

『連携・情報管理に関する項目』では、「計画内容の更新･見直しが難しい」が 55.4％、

住民組織等の協力を十分に得ることが難しい」「住民組織等に計画協力のための人員が

不足している」が 51.4％、「個人情報等の管理が難しい」が 37.8％であった。  

県別にみると、徳島県では「計画内容の更新・見直しが難しい」「介護サービス事業

所等の協力が難しい」とする割合が、香川県では「個人情報等の管理が難しい」「市町

村職員自身の関与が難しい」とする割合が、愛媛県では「住民組織等の協力を十分に得

ることが難しい」とする割合が高かった。一方で、高知県では、全般に割合が低いこと

が特徴である。  
Q15『要配慮者の地域の中での認識､把握について』との関連をみると、「お互いに認

識しておらず､把握する仕組みもない地区が多いと思う」とする市町村において、全体

的に課題としてあげている割合が高い。  
 

図表 2-38 ｢個別避難計画｣の作成にあたっての課題（複数回答） (n=74) (Q13-２) 

『連携・情報管理に関する項目』 

 

  

合計 対象者の
同意が得
られない

対象者の
把握が難
しい

支援者の
確保が難
しい

避難経路
の検討が
難しい

避難場所
の確保が
難しい

支援が必
要とされ
る人全員
について
作成がで
きていな
い

その他 特にない 無回答

8 2 0 4 0 0 1 1 0 0
100.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0%

43 14 9 33 12 8 26 6 2 0
100.0% 32.6% 20.9% 76.7% 27.9% 18.6% 60.5% 14.0% 4.7% 0.0%

22 9 7 19 6 6 16 4 0 0
100.0% 40.9% 31.8% 86.4% 27.3% 27.3% 72.7% 18.2% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う

23.0%

37.8%

55.4%

51.4%

51.4%

14.9%

18.9%

13.5%

5.4%

5.4%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害種類別の対応が難しい

個人情報等の管理が難しい

計画内容の更新･見直しが難しい

住民組織等の協力を十分に得ることが難しい

住民組織等に計画協力のための人員が不足している

介護サービス事業所等の協力を十分に得ること難しい

介護サービス事業所等に計画協力のための人員が不足している

市町村職員自身の関与が難しい

その他

特にない

無回答
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図表 2-39 ｢個別避難計画｣の作成にあたっての課題（複数回答）(Q13-２：県別、市・町村別) 

『連携・情報管理に関する項目』 

 

 

図表 2-40 ｢個別避難計画｣の作成にあたっての課題（複数回答）(Q13-２：Q15 との関連) 

『連携・情報管理に関する項目』 

 

  

合計 災害種類
別の対応
が難しい

個人情報
等の管理
が難しい

計画内容
の更新･
見直しが
難しい

住民組織
等の協力
を十分に
得ること
が難しい

住民組織
等に計画
協力のた
めの人員
が不足し
ている

介護サー
ビス事業
所等の協
力を十分
に得るこ
と難しい

介護サー
ビス事業
所等に計
画協力の
ための人
員が不足
している

市町村職
員自身の
関与が難
しい

その他 特にない 無回答

74 17 28 41 38 38 11 14 10 4 4 1
100.0% 23.0% 37.8% 55.4% 51.4% 51.4% 14.9% 18.9% 13.5% 5.4% 5.4% 1.4%

17 5 5 13 8 7 3 5 3 0 1 1
100.0% 29.4% 29.4% 76.5% 47.1% 41.2% 17.6% 29.4% 17.6% 0.0% 5.9% 5.9%

16 4 9 9 9 7 2 3 4 1 1 0
100.0% 25.0% 56.3% 56.3% 56.3% 43.8% 12.5% 18.8% 25.0% 6.3% 6.3% 0.0%

18 2 6 5 13 11 4 3 1 1 2 0
100.0% 11.1% 33.3% 27.8% 72.2% 61.1% 22.2% 16.7% 5.6% 5.6% 11.1% 0.0%

23 6 8 14 8 13 2 3 2 2 0 0
100.0% 26.1% 34.8% 60.9% 34.8% 56.5% 8.7% 13.0% 8.7% 8.7% 0.0% 0.0%

33 7 16 17 23 22 7 8 6 2 1 0
100.0% 21.2% 48.5% 51.5% 69.7% 66.7% 21.2% 24.2% 18.2% 6.1% 3.0% 0.0%

41 10 12 24 15 16 4 6 4 2 3 1
100.0% 24.4% 29.3% 58.5% 36.6% 39.0% 9.8% 14.6% 9.8% 4.9% 7.3% 2.4%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村

合計 災害種類
別の対応
が難しい

個人情報
等の管理
が難しい

計画内容
の更新･
見直しが
難しい

住民組織
等の協力
を十分に
得ること
が難しい

住民組織
等に計画
協力のた
めの人員
が不足し
ている

介護サー
ビス事業
所等の協
力を十分
に得るこ
と難しい

介護サー
ビス事業
所等に計
画協力の
ための人
員が不足
している

市町村職
員自身の
関与が難
しい

その他 特にない 無回答

8 1 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0
100.0% 12.5% 12.5% 37.5% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%

43 9 15 22 25 25 7 7 4 2 3 0
100.0% 20.9% 34.9% 51.2% 58.1% 58.1% 16.3% 16.3% 9.3% 4.7% 7.0% 0.0%

22 7 12 16 13 10 4 7 6 1 1 0
100.0% 31.8% 54.5% 72.7% 59.1% 45.5% 18.2% 31.8% 27.3% 4.5% 4.5% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他
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④ ｢個別避難計画」の作成における工夫、実効性を高めるための工夫  
 個別避難計画の作成における工夫や計画の実効性を高めるために行っている工夫につい

て、自由記述にて尋ねたところ、以下のようなものがあげられていた。 

 

（住民自らが作成できるような工夫） 

☆分かりやすい記入例や冊子の作成・配布、民生委員定例会で見守りの方法や体制を

検討 

☆避難について考えやすいよう、一問一答形式のものを別に送付 

☆新たに避難行動要支援者名簿の登録対象となった人全員に対しダイレクトメールを

郵送し、同時に避難支援等関係者に対する情報開示及び個別避難計画作成の同意を

取得 

☆表面を避難行動要支援者登録申請書、裏面を個別避難計画という書式にし、申請書

提出者全員が個別避難計画作成済となる工夫 

 

（関係機関との委託・依頼・連携） 

☆防災士連絡会への個別避難計画書作成委託 

☆介護事業所に委託し、計画作成率の向上 

☆担当ケアマネからの助言 

☆地域の自主防災組織や民生委員に個別計画の内容確認（避難経路・場所 etc） 

☆民生委員や自主防災組織にマッチング依頼（協力員不在の場合） 

☆計画情報を地域の支援者と共有 

☆地域調整会議の検討 

 

（実効性を高める工夫） 

☆定期的な見直し 

☆民生委員が年１回調査し、内容の確認・更新 

☆水道・ガス・電気を１日程度使わず生活する家族自主訓練の実施推奨 

☆避難支援協力者の役割の明確化（自宅待機か避難所移動かの判断基準を明記） 

 

（庁内での工夫） 

☆個別避難計画書作成支援システムの導入 

☆避難行動要支援者管理システムの更新による作業能率の向上 

☆個別避難計画の同意を得られない場合、文書再送による意思確認の実施 

☆作成に関する現況や、ノウハウに関する近隣市町村間での情報交換 
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(6) 要配慮者の地域の中での認識、把握について  

① 要配慮者の地域の中での認識､把握について  
 「個別避難計画」の作成の対象とならない（避難行動要支援者名簿に掲載されていな

い）ものの、災害時に配慮が必要と考えられる方々（要配慮者、例えば、要介護度の低

い高齢者、介護認定を受けていない高齢者等）について、地域の中で、お互いに認識さ

れていたり、把握されたりする仕組みがあるかどうかについて尋ねたところ、「ほぼ全

ての地区で､おおむね認識､把握されていると思う」が 10.8％、「一部の地区では､認識､

把握されていると思う」が 58.1％、「お互いに認識しておらず､把握する仕組みもない

地区が多いと思う」が 29.7％であった。  

 
図表 2-41 要配慮者の地域の中での認識､把握について (n=74) (Q15) 

 

  

10.8% 58.1% 29.7%

0.0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､把握されていると思う

一部の地区では､認識､把握されていると思う

お互いに認識しておらず､把握する仕組みもない地区が多いと思う

その他
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県別にみると、香川県では「お互いに認識しておらず､把握する仕組みもない地区が

多いと思う」が高く、愛媛県では「一部の地区では認識・把握されていると思う」が高

く、高知県では、「ほぼすべての地区で、概ね把握されていると思う」が高かった。  
 

図表 2-42 要配慮者の地域の中での認識､把握について (Q15：県別、市・町村別) 

 

また、Q12『｢個別避難計画｣作成状況』との関連をみると、「全員作成済」である市

町村では、「ほぼすべての地区で、概ね把握されていると思う」の割合が高かった。  
 

図表 2-43 要配慮者の地域の中での認識､把握について (Q15×Q12) 

 

 

  

合計 ほぼ全て
の地区
で､おお
むね認
識､把握
されてい
ると思う

一部の地
区では､
認識､把
握されて
いると思
う

お互いに
認識して
おらず､
把握する
仕組みも
ない地区
が多いと
思う

その他 無回答

74 8 43 22 0 1
100.0% 10.8% 58.1% 29.7% 0.0% 1.4%

17 2 9 5 0 1
100.0% 11.8% 52.9% 29.4% 0.0% 5.9%

16 1 6 9 0 0
100.0% 6.3% 37.5% 56.3% 0.0% 0.0%

18 0 15 3 0 0
100.0% 0.0% 83.3% 16.7% 0.0% 0.0%

23 5 13 5 0 0
100.0% 21.7% 56.5% 21.7% 0.0% 0.0%

33 1 20 12 0 0
100.0% 3.0% 60.6% 36.4% 0.0% 0.0%

41 7 23 10 0 1
100.0% 17.1% 56.1% 24.4% 0.0% 2.4%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村

合計 ほぼ全て
の地区
で､おお
むね認
識､把握
されてい
ると思う

一部の地
区では､
認識､把
握されて
いると思
う

お互いに
認識して
おらず､
把握する
仕組みも
ない地区
が多いと
思う

その他 無回答

10 4 5 1 0 0
100.0% 40.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0%

16 3 8 5 0 0
100.0% 18.8% 50.0% 31.3% 0.0% 0.0%

43 0 28 14 0 1
100.0% 0.0% 65.1% 32.6% 0.0% 2.3%

5 1 2 2 0 0
100.0% 20.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0%

全員作成済

作成は名簿記載者
の概ね5割以上
作成は名簿記載者
の5割未満
作成していない
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なお、具体的な把握方法についての自由記述からは、以下のような点があげられて

いた。 

 

（連絡先・名簿等の作成） 

☆地域独自のシステムでの管理・名簿の整備 

☆集落独自の緊急連絡簿作成・更新・周知 

☆独居高齢者等の実態調査の利用 

☆消防団による寝室場所の把握 

 

（見守り活動・集会活動等による状況把握） 

☆民生委員・児童委員による見守り・地域でのイベント活動 

☆自治会と民生委員との連携による地域の状況把握 

☆地区長、民生委員、消防団、自主防災組織の活動による把握 

☆避難行動要支援者名簿を作成依頼された民生委員や自治会長等が聞き取りや訪問等

により支援が必要な人を把握 

☆自主的な防災訓練実施、地域での集まりによる要支援者の把握 

☆地区の集会所等での集会による情報交換、状況の共有 

☆あったかふれあいセンターや高齢者サロンなどの集いの場での情報提供 
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② 要配慮者の把握に関する課題  
 要配慮者の把握に関する課題について尋ねたところ、「他地域からの流入や意識の変

化等により地域とのかかわりがない人が増えた」が 52.7％、「個人情報等の取扱いが難

しい」が 41.9％、「対象者の同意が得られない」が 37.8％であった。  

 
図表 2-44 要配慮者の把握に関する課題（複数回答） (n=74) (Q16)  

 

 県別にみると、徳島県では「個人情報等の取扱いが難しい」「他地域からの流入や意

識の変化等により地域とのかかわりがない人が増えた」の割合が高い。一方で、高知県

ではどの項目も割合が低い傾向にある。  

 市と町村を比べると、市の方が全般に高い傾向にある。  
Q12『｢個別避難計画｣作成状況』との関連をみると、「作成は名簿記載者の５割未満」

である市町村では、「他地域からの流入や意識の変化等により地域とのかかわりがない

人が増えた」をあげる割合が高い。  
Q15『要配慮者の地域の中での認識､把握について』との関連をみると「一部の地区

では､認識､把握されていると思う」とする市町村では、「他地域からの流入や意識の変

化等により地域とのかかわりがない人が増えた」をあげる割合が高い。  
 

  

37.8%

41.9%

32.4%

52.7%

6.8%

9.5%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象者の同意が得られない

個人情報等の取扱いが難しい

住民や住民組織等の意識が高くない

他地域からの流入や意識の変化等により地域とのかかわりがない人が増えた

その他

特にない

無回答
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図表 2-45 要配慮者の把握に関する課題（複数回答） (Q16：クロス集計)  

 
 
  

合計 対象者の
同意が得
られない

個人情報
等の取扱
いが難し
い

住民や住
民組織等
の意識が
高くない

他地域か
らの流入
や意識の
変化等に
より地域
とのかか
わりがな
い人が増
えた

その他 特にない 無回答

74 28 31 24 39 5 7 1
100.0% 37.8% 41.9% 32.4% 52.7% 6.8% 9.5% 1.4%

17 7 9 5 11 1 2 1
100.0% 41.2% 52.9% 29.4% 64.7% 5.9% 11.8% 5.9%

16 4 8 6 9 1 0 0
100.0% 25.0% 50.0% 37.5% 56.3% 6.3% 0.0% 0.0%

18 11 8 7 9 0 1 0
100.0% 61.1% 44.4% 38.9% 50.0% 0.0% 5.6% 0.0%

23 6 6 6 10 3 4 0
100.0% 26.1% 26.1% 26.1% 43.5% 13.0% 17.4% 0.0%

33 18 17 12 20 3 1 0
100.0% 54.5% 51.5% 36.4% 60.6% 9.1% 3.0% 0.0%

41 10 14 12 19 2 6 1
100.0% 24.4% 34.1% 29.3% 46.3% 4.9% 14.6% 2.4%

11 5 3 4 4 1 2 1
100.0% 45.5% 27.3% 36.4% 36.4% 9.1% 18.2% 9.1%

27 12 15 9 15 1 1 0
100.0% 44.4% 55.6% 33.3% 55.6% 3.7% 3.7% 0.0%

30 10 12 8 17 3 3 0
100.0% 33.3% 40.0% 26.7% 56.7% 10.0% 10.0% 0.0%

3 1 0 2 2 0 1 0
100.0% 33.3% 0.0% 66.7% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0%

10 3 3 2 4 0 3 0
100.0% 30.0% 30.0% 20.0% 40.0% 0.0% 30.0% 0.0%

16 5 5 4 7 1 2 0
100.0% 31.3% 31.3% 25.0% 43.8% 6.3% 12.5% 0.0%

43 19 21 17 26 3 2 1
100.0% 44.2% 48.8% 39.5% 60.5% 7.0% 4.7% 2.3%

5 1 2 1 2 1 0 0
100.0% 20.0% 40.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0%

8 1 2 0 1 1 3 0
100.0% 12.5% 25.0% 0.0% 12.5% 12.5% 37.5% 0.0%

43 19 19 17 26 1 2 0
100.0% 44.2% 44.2% 39.5% 60.5% 2.3% 4.7% 0.0%

22 8 10 7 12 3 2 0
100.0% 36.4% 45.5% 31.8% 54.5% 13.6% 9.1% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Q12 ｢個別避
難計画｣作成
状況

全員作成済

Q15 要配慮者
の地域の中で
の認識､把握
について

町村

Q5 ｢地域福祉
計画｣と｢地域
防災計画｣と
の関係

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全体

県 徳島県

香川県

愛媛県

高知県

作成は名簿記載者の概ね5割以上

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

市/町村 市
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(7) 災害に備えた活動・地域づくりについて  

① 災害時に備えた活動として地区等によって行われている内容  
 災害時に備えた活動として地区等によって行われている内容について尋ねたところ、

「避難訓練」が 93.2％、「避難に関連した地域での勉強会･集会等の実施」が 59.5％、

「災害に備えるための情報提供･啓発活動の実施」が 58.1％、「避難経路･避難場所等の

状況確認」が 39.2％、「災害に備えるための物資等の提供」が 31.1％であった。  

 
図表 2-46 災害時に備えた活動として地区等によって行われている内容（複数回答） (n=74) 

(Q17) 

 
県別にみると、高知県では「避難に関連した地域での勉強会･集会等の実施」が高く、

「災害に備えるための情報提供･啓発活動の実施」「避難経路･避難場所等の状況確認」

が低い傾向にある。  

Q12『｢個別避難計画｣作成状況』との関連をみると、「全員作成済」である市町村で

は「避難経路･避難場所等の状況確認」をあげる割合が高く、「作成は名簿記載者の５割

未満」である市町村では、「避難に関連した地域での勉強会･集会等の実施」をあげる割

合が高い。  

Q15『要配慮者の地域の中での認識､把握について』との関連をみると「一部の地区

では､認識､把握されていると思う」とする市町村では、「災害に備えるための情報提供･

啓発活動の実施」「災害に備えるための物資等の提供」をあげる割合が高い。  

 
 

  

93.2%

59.5%

39.2%

58.1%

31.1%

6.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難訓練

避難に関連した地域での勉強会･集会等の実施

避難経路･避難場所等の状況確認

災害に備えるための情報提供･啓発活動の実施

災害に備えるための物資等の提供

その他

無回答
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図表 2-47 災害時に備えた活動として地区等によって行われている内容  

（複数回答）(Q17：クロス集計) 

 
  

合計 避難訓練 避難に関
連した地
域での勉
強会･集
会等の実
施

避難経
路･避難
場所等の
状況確認

災害に備
えるため
の情報提
供･啓発
活動の実
施

災害に備
えるため
の物資等
の提供

その他 無回答

74 69 44 29 43 23 5 0
100.0% 93.2% 59.5% 39.2% 58.1% 31.1% 6.8% 0.0%

17 14 11 10 11 7 2 0
100.0% 82.4% 64.7% 58.8% 64.7% 41.2% 11.8% 0.0%

16 15 9 3 11 2 1 0
100.0% 93.8% 56.3% 18.8% 68.8% 12.5% 6.3% 0.0%

18 17 13 9 13 7 1 0
100.0% 94.4% 72.2% 50.0% 72.2% 38.9% 5.6% 0.0%

23 23 11 7 8 7 1 0
100.0% 100.0% 47.8% 30.4% 34.8% 30.4% 4.3% 0.0%

33 32 20 13 21 12 2 0
100.0% 97.0% 60.6% 39.4% 63.6% 36.4% 6.1% 0.0%

41 37 24 16 22 11 3 0
100.0% 90.2% 58.5% 39.0% 53.7% 26.8% 7.3% 0.0%

11 11 7 5 6 5 0 0
100.0% 100.0% 63.6% 45.5% 54.5% 45.5% 0.0% 0.0%

27 23 18 11 18 10 2 0
100.0% 85.2% 66.7% 40.7% 66.7% 37.0% 7.4% 0.0%

30 29 16 9 17 7 3 0
100.0% 96.7% 53.3% 30.0% 56.7% 23.3% 10.0% 0.0%

3 3 2 2 1 0 0 0
100.0% 100.0% 66.7% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

10 10 4 6 5 4 0 0
100.0% 100.0% 40.0% 60.0% 50.0% 40.0% 0.0% 0.0%

16 15 7 4 8 2 3 0
100.0% 93.8% 43.8% 25.0% 50.0% 12.5% 18.8% 0.0%

43 40 31 18 27 16 2 0
100.0% 93.0% 72.1% 41.9% 62.8% 37.2% 4.7% 0.0%

5 4 2 1 3 1 0 0
100.0% 80.0% 40.0% 20.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0%

8 7 2 2 3 1 1 0
100.0% 87.5% 25.0% 25.0% 37.5% 12.5% 12.5% 0.0%

43 39 30 16 27 18 2 0
100.0% 90.7% 69.8% 37.2% 62.8% 41.9% 4.7% 0.0%

22 22 11 10 12 3 2 0
100.0% 100.0% 50.0% 45.5% 54.5% 13.6% 9.1% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

全体

徳島県

作成は名簿記載者の5割未満

作成していない

ほぼ全ての地区で､おおむね認識､
把握されていると思う
一部の地区では､認識､把握されて
いると思う
お互いに認識しておらず､把握する
仕組みもない地区が多いと思う
その他

地域福祉計画と地域防災計画には
共通の内容を盛り込んでいる
策定にあたり､地域防災計画･地域
福祉計画相互の内容を活用した
地域福祉計画と地域防災計画との
連携はない
｢地域福祉計画｣を策定していない

全員作成済

作成は名簿記載者の概ね5割以上

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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② 災害時に備えた活動を充実させるために行っている工夫  
 災害時に備えた活動を充実させるために行った工夫について、自由記述で伺ったと

ころ、以下のような回答を得た。  
 

（避難訓練） 

☆総合防災訓練を市民参加型から市民が訓練の実施主体となるように内容を変更  
☆避難所運営訓練を町内全ての地区で実施  

☆地区で行われる避難訓練等にかかる費用の補助  

☆消防署や防災部局による地区の訓練支援  
 

（避難に関連した地域での勉強会･集会等の実施） 

☆小学校の避難訓練に合わせた勉強会  
☆自治会、自主防災組織への防災講座等  

☆消防署や防災部局による防災研修会の開催支援  

☆避難所検証訓練、リーダー養成研修  
☆公費での防災士養成（防災活動をけん引する人材配置）  

☆防災出前講座、防災関連の補助金、防災士連絡会及び NPO への委託事業  

☆災害時の現場で必要な技術の習得を目指す「防災士ブラッシュ UP 研修」の実施  
☆各自主防災組織が行う勉強会への講師派遣  

☆市内全地区での「自主防災組織ネットワーク会議」の結成  

☆民生委員区域単位でのネットワーク会議の実施（見守り、地域福祉活動の実施）  
☆町職員による地域担当制（地区長と定期的連絡）  

☆安否確認・声掛け事業  

 
（災害に備えるための情報提供･啓発活動の実施） 

☆自治会ごとの防災マップ、地域支え合いマップの作成  

☆災害マップの全戸配布  
☆地区タイムラインの作成  

☆マイタイムラインカード配布・活用のための防災講演  

☆住民組織等への個別避難計画の情報提供  
☆小学校の参観日と防災訓練と併せた防災参観日の実施  

☆子ども食堂への高齢者の参加、体操教室でのつながりづくり  

 
（災害に備えるための物資等の提供） 

☆避難所（学校、公会堂、集会所、公民館）等へ防災資機材の設置  

☆各自主防災組織が行う地域の防災訓練に対する物資・資機材の提供  
☆自主防災活動に活用できる補助金  
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③ 活動を進めるにあたり課題となる点  
 活動を進めるにあたり課題となる点について尋ねたところ、「地域住民の意識向上」

が 64.9％、「支援者の確保」が 59.5％、「対象者への意識啓発」「関係団体との連携」が

48.6％であった。  

 
図表 2-48 活動を進めるにあたり課題となる点（複数回答） (n=74) (Q19) 

  

図表 2-49 活動を進めるにあたり課題となる点（複数回答） (n=74) (Q19：県別、市・町村別) 

 
 

  

48.6%

64.9%

59.5%

48.6%

23.0%

2.7%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対象者への意識啓発

地域住民の意識向上

支援者の確保

関係団体との連携

情報提供の充実

その他

無回答

合計 対象者へ
の意識啓
発

地域住民
の意識向
上

支援者の
確保

関係団体
との連携

情報提供
の充実

その他 無回答

74 36 48 44 36 17 2 6
100.0% 48.6% 64.9% 59.5% 48.6% 23.0% 2.7% 8.1%

17 8 12 11 10 5 0 1
100.0% 47.1% 70.6% 64.7% 58.8% 29.4% 0.0% 5.9%

16 7 10 9 9 6 0 2
100.0% 43.8% 62.5% 56.3% 56.3% 37.5% 0.0% 12.5%

18 11 13 10 10 4 1 2
100.0% 61.1% 72.2% 55.6% 55.6% 22.2% 5.6% 11.1%

23 10 13 14 7 2 1 1
100.0% 43.5% 56.5% 60.9% 30.4% 8.7% 4.3% 4.3%

33 21 25 25 18 8 2 1
100.0% 63.6% 75.8% 75.8% 54.5% 24.2% 6.1% 3.0%

41 15 23 19 18 9 0 5
100.0% 36.6% 56.1% 46.3% 43.9% 22.0% 0.0% 12.2%

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村
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④ 県や国に求める支援  
 県や国に求める支援について望むものすべてを尋ねたところ、「支援者等担い手の確

保･担い手への研修等人材育成への支援」が 60.8％、「専門職等との連携支援」が 48.6％、

「計画策定時の課題を解決している事例の紹介」が 39.2％、「福祉避難所の確保に対す

る支援」が 37.8％、「市町村全体への普及に向けての方策の紹介」が 31.1％であった。 

県別にみると、高知県では、全体に割合が低い傾向にあった。  
 特に望むものについてみると、「支援者等担い手の確保･担い手への研修等人材育成

への支援」が 37.8％、「福祉避難所の確保に対する支援」が 23.0％であった。  

 
図表 2-50 県や国に求める支援（複数回答） (n=74) (Q20-1)  

（望むものすべて） 

図表 2-51 県や国に求める支援（複数回答） (Q20-１：県別、市・町村別)  

（望むものすべて）  

 
  

25.7%

5.4%

39.2%

31.1%

60.8%

37.8%

48.6%

13.5%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県内市町村間のネットワーク構築への支援

モデル地域設定による普及･推進への支援

計画策定時の課題を解決している事例の紹介

市町村全体への普及に向けての方策の紹介

支援者等担い手の確保･担い手への研修等人材育成への支援

福祉避難所の確保に対する支援

専門職等との連携支援

その他

無回答

合計 県内市町
村間の
ネット
ワーク構
築への支
援

モデル地
域設定に
よる普
及･推進
への支援

計画策定
時の課題
を解決し
ている事
例の紹介

市町村全
体への普
及に向け
ての方策
の紹介

支援者等
担い手の
確保･担
い手への
研修等人
材育成へ
の支援

福祉避難
所の確保
に対する
支援

専門職等
との連携
支援

その他 無回答

74 19 4 29 23 45 28 36 10 4
100.0% 25.7% 5.4% 39.2% 31.1% 60.8% 37.8% 48.6% 13.5% 5.4%

17 5 1 9 7 12 8 10 2 0
100.0% 29.4% 5.9% 52.9% 41.2% 70.6% 47.1% 58.8% 11.8% 0.0%

16 5 2 7 7 9 7 8 4 1
100.0% 31.3% 12.5% 43.8% 43.8% 56.3% 43.8% 50.0% 25.0% 6.3%

18 7 1 7 5 12 5 10 1 1
100.0% 38.9% 5.6% 38.9% 27.8% 66.7% 27.8% 55.6% 5.6% 5.6%

23 2 0 6 4 12 8 8 3 2
100.0% 8.7% 0.0% 26.1% 17.4% 52.2% 34.8% 34.8% 13.0% 8.7%

33 12 4 16 14 23 16 22 5 0
100.0% 36.4% 12.1% 48.5% 42.4% 69.7% 48.5% 66.7% 15.2% 0.0%

41 7 0 13 9 22 12 14 5 4
100.0% 17.1% 0.0% 31.7% 22.0% 53.7% 29.3% 34.1% 12.2% 9.8%

市

町村

全体

徳島県

香川県

愛媛県

高知県
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図表 2-52 県や国に求める支援（複数回答） (n=74) (Q20-２)  

（特に望むもの） 

 

図表 2-53 県や国に求める支援（複数回答）(Q20-２：県別、市・町村別)  

（特に望むもの） 

 

 

 

5.4%

0.0%

17.6%

13.5%

37.8%

23.0%

18.9%

6.8%

23.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県内市町村間のネットワーク構築への支援

モデル地域設定による普及･推進への支援

計画策定時の課題を解決している事例の紹介

市町村全体への普及に向けての方策の紹介

支援者等担い手の確保･担い手への研修等人材育成への支援

福祉避難所の確保に対する支援

専門職等との連携支援

その他

無回答

合計 県内市町
村間の
ネット
ワーク構
築への支
援

モデル地
域設定に
よる普
及･推進
への支援

計画策定
時の課題
を解決し
ている事
例の紹介

市町村全
体への普
及に向け
ての方策
の紹介

支援者等
担い手の
確保･担
い手への
研修等人
材育成へ
の支援

福祉避難
所の確保
に対する
支援

専門職等
との連携
支援

その他 無回答

74 4 0 13 10 28 17 14 5 17
100.0% 5.4% 0.0% 17.6% 13.5% 37.8% 23.0% 18.9% 6.8% 23.0%

17 1 0 4 4 7 5 3 1 2
100.0% 5.9% 0.0% 23.5% 23.5% 41.2% 29.4% 17.6% 5.9% 11.8%

16 1 0 2 3 4 3 4 2 5
100.0% 6.3% 0.0% 12.5% 18.8% 25.0% 18.8% 25.0% 12.5% 31.3%

18 2 0 3 1 8 4 3 0 5
100.0% 11.1% 0.0% 16.7% 5.6% 44.4% 22.2% 16.7% 0.0% 27.8%

23 0 0 4 2 9 5 4 2 5
100.0% 0.0% 0.0% 17.4% 8.7% 39.1% 21.7% 17.4% 8.7% 21.7%

33 3 0 6 3 13 9 10 2 5
100.0% 9.1% 0.0% 18.2% 9.1% 39.4% 27.3% 30.3% 6.1% 15.2%

41 1 0 7 7 15 8 4 3 12
100.0% 2.4% 0.0% 17.1% 17.1% 36.6% 19.5% 9.8% 7.3% 29.3%

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

市

町村

全体



47 

第３章 四国内の事例紹介 

１.愛媛県 
災害時の連携ネットワークの構築を通した 

地域における支え合いの推進 
愛媛県保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課 

 

地域概要 

人口 1,334,841 人 高齢化率 33.2% 面積 約 5,676 ㎢ 

 愛媛県は四国の北西に位置し、四国４県では最も人口が多い県である。 

 県内は東予・中予・南予の３圏域に分けることができ、気候は各圏域で異なる。東予圏域・

中予圏域は瀬戸内海に面した温暖少雨な地域であり、南予圏域は宇和海に面した地域では

降水量が多い地域となっている。 

 平成 30 年に発生した西日本豪雨災害では河川の氾濫や土砂災害などが相次ぎ、死者 30 名

以上、建物の損壊は 3 千棟を超え、特に宇和島市をはじめとした南予圏域は甚大な被害を

受けた。 

取組のポイント 

 愛媛県では令和４年度から、災害時の連携を入口とした関係団体によるネットワークづく

りを行う「地域支え合い・包括的地域福祉推進事業」を推進している。本事業は西日本豪

雨の被災者支援の後方支援、県域・市町域の多者連携の枠組み構築、市町の重層的支援体

制整備の後方支援の３つの取組で構成され、各取組は支援ノウハウやネットワークの共有

などの面で相互にかかわりを有している。 

 県域・市町域の多者連携の枠組み構築では、平成 30 年の西日本豪雨災害の支援を通して構

築された、行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ・ボランティア、金融機関、小売、専門士業と

いった多様な関係団体の顔の見える関係性を県内に波及させ、災害時はもとより平時の地

域福祉の向上を図っている。 

 

 

 愛媛県では平成 30 年の西日本豪雨災害により、南予圏域を中心に甚大な被害が生じた経験があ

る。その際の被災者支援においては、行政、社会福祉協議会、NPO・ボランティア、民間企業、

各種団体等による多者連携の枠組みが効果を発揮した。 

 関係者が顔の見える関係を構築しておくことで、災害時のボランティア受け入れに関する調整

などが円滑に進みやすいほか、情報共有の範囲が明確になり、様々なチャネルとの連絡・調整

の負担が少なくて済んだ。 

 金融機関や物流、小売、専門士業といった人々の生活に密着するような関係者も含むネットワ

ークができた点は今後の地域づくりにおいても貴重な財産であるとともに、多様な関係者が普

段から顔の見える関係を構築しておくことが重要であることを認識した。 

 こうした経験を踏まえ、愛媛県では令和４年度から「地域支え合い・包括的地域福祉推進事業」

を立ち上げた。蓄積されたた被災者支援の経験やノウハウを県全域に横展開し、今後の災害に

被災者支援の経験・ネットワークを地域福祉に活用 

データ出典：国勢調査（2020 年） 
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備えるとともに、平時における包括的地域福祉の推進にも活用していくことを目指す事業であ

る。 

 本事業は「西日本豪雨の被災者支援の

後方支援」、「県域・市町域の多者連携

の枠組み構築」、「市町の重層的支援

体制整備の後方支援」の３つの取組

から構成されている。市町における

西日本豪雨災害の被災者支援（生活

再建や見守り・相談支援）の後方支援

を行いつつ、被災者支援を通して培

われた連携の仕組みを県内に横展開

することを目指す。また、地域支え合

いセンターでの包括的相談支援や多

機関協働、参加支援、アウトリーチ等

を通じた伴走支援等のアプローチ方法やノウ

ハウを市町に共有し、平時からの支援体制整備の促進を図っている。さらに、多者連携の枠組

み構築と重層的支援体制整備は相互にリンクさせることで相乗効果の発揮を狙う。 

 

 

 「地域支え合い・包括的地域福祉推進

事業」における３つの取組のうち、「県

域・市町域の多者連携の枠組み構築」

では、全県域を対象とした全県会議、

東予・中予・南予の３圏域のエリア会

議を設けている。各圏域のエリア会議

では、地域の支店や支部の関係者を巻

き込みながら、災害時を見据えた地域

レベルでの意識づけや連携体制づく

りを進めている。ネットワーク構築の

方向性や具体的な手法についてはコ

ア会議で議論している。 

 実効性の高い連携体制を構築するた

めには、市町単位で顔の見える関係

づくりを進めることが重要であり、

最終的には市町体単位で同様の会議

体を創出していくことを目指してい

る。 

市町単位でのネットワーク形成を目指して 

資料：愛媛県 

資料：愛媛県 

＜地域支え合い・包括的地域福祉推進事業の全体像＞ 

＜階層ごとのネットワーク形成＞ 

 コア会議 全県会議・エリア会議 

目的 
多者連携ネットワーク構

築に向けた方向性・手法

の検討 

全県・エリア圏域での多

者連携ネットワークの構

築 

メンバー 
愛 媛 県 、 県 社 協 、 NPO

（中間支援組織等） 

愛媛県、県社協、市町、市

町社協、NPO、団体、民

間企業（金融・物流・小売

等）、福祉専門職 等 
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 西日本豪雨災害の発生以降、被災地である宇和島市では牛鬼会議、八幡浜市ではトロール会議

といった関係者の連携、情報共有のための会議体が作られ、被災者支援に向けた具体的な取組

を検討する場として機能した。こうした場は災害時のみではなく、平時の地域福祉を充実させ

ていく場としても機能しており、現在も定期的に開催されている。 

 まずは全県会議やエリア会議などのマクロな単位での連携を体制の構築を行い、そこで生まれ

たネットワーク等をよりミクロな市町単位に落とし込んでいく戦略のもと取組を推進している。

具体的には、各団体の支部等に各地域のエリア会議・市町会議に参加してもらうよう周知して

いるほか、宇和島市における取組事例の紹介を行うなど、関係者の理解促進や意識醸成を図っ

ている。現状、市町単位の連携会議の開催は限定的であるが、令和６年度には創出に向けた取

組を加速させていく予定である。 

 

 

 全県会議やエリア会議に、社会福祉協議会や NPO・ボランティアだけではなく、多様な企業等が

参画しているのは、西日本豪雨災害時の現地会議において、様々な企業と協力した際のつなが

りが土台となっている。このつながりを活用して参画メンバーを募集することができた。 

 コア会議に参加している NPO は中間支援組織がメインであり、直接的に住民の支援活動を行う

個別のボランティア団体は入っていない。全県会議、エリア会議には、災害時の支援組織を有

する宗教法人の地方支部なども加わり、被災者支援・ボランティア活動のメンバー募集で協力

している。 

 災害時の避難の際に最も助けになるのは、地元のことを熟知している民生委員などである。一

方で民生委員の高齢化や担い手不足が進んでおり、他者の避難支援まで対応することは難しく

なってきている。サポートを受けている有識者からは、NP・ボランティア O に限らず、地域の

ドラッグストアや医療・福祉団体など、幅広く活動に参画してくれる可能性のある団体に声を

かけてはどうかと助言をもらっている。 

 発災直後の避難のみではなく、数日後に被災地へのアクセスが可能となった段階では、青年会

議所のメンバーが支援に入るような関係づくりも進んでいる。西日本豪雨災害の時から積み上

げてきた関係者との信頼関係が具体的な協力体制の構築につながってきている。 

 その他、被災者のカウンセリングや看護支援などで地元の大学との連携も想定している。 

 災害時には地域に関係なく多くの関係者が支援に入る状況になる。平時からどのような団体が

どのような支援ができるのかを把握しておくことで、災害時には被災者のニーズに応じた迅速

な支援が進められる。 

 事業構想時は、今後起り得る災害時に対して関係団体が連携し速やかな支援ができるようにす

るため、ネットワーク構築を行うことを主眼としていた。他方、こうした多様な団体等との顔

の見える関係や協力体制は、地域住民の生活支援をはじめとした地域福祉の向上にも資するこ

とから、現在は平時の協力体制に広げていくことも重要な目的としている。 

  

多様な関係者の巻き込み 
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 多者連携の実効性を高めるため、県が開催する総合防災訓練において、様々な団体等が実際に

情報連携を行う訓練を実施している。令和５年度は久万高原町において、県、町、社会福祉協

議会、大学、NPO、青年会議所、民生児童委員協議会、地元自治会等が参加し、大雨と地震によ

る複合災害を想定した連携訓練を行った。 

 内容としては、災害救援ボランティア支援本部の設置、

NPO・ボランティア等の参集と受付、情報共有会議の開催

などを実施した。地域の関係者が被災状況や支援内容等

の情報を共有し、災害ボランティアセンターのスムーズ

な開設・運営に向けた具体的な連絡・調整等をシミュレ

ーションする内容である。 

 県と町の災害救援ボランティア支援本部をオンラインで

接続し、被災状況や現地のニーズを共有しながら、関係

者による効果的な支援方策などを検討した。町の範囲で

は解決できない課題に対しては、県が有する関係機関と

のネットワークを活用し、ニーズに応じた県全域からの

支援につなげるような調整も実践した。 

 こうした訓練を平時から行うことで、災害時のスムーズ

な支援につながることに加え、訓練を通して課題に気づ

いたり、顔の見える関係づくりが進むなど様々な利点が

ある。 

 災害時には平時の潜在的な福祉課題が顕在化する。愛媛

県では、災害時に備えた多者連携の体制整備を進めるとともに、そうした体制を活用した平時

の福祉課題の解決に向けて取組を進めている。 

  

総合防災訓練における多者連携の実践 

資料：愛媛県 

＜訓練の様子（※令和４年度）＞ 
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２.高松市 
効率的な避難行動要支援者名簿登録と 

地域の支援による個別避難計画作成の推進 
高松市 健康福祉局 健康福祉総務課 

 

地域概要 

人口 417,496 人 高齢化率 28.7% 面積 約 375 ㎢ 

 高松市は讃岐平野の一部である高松平野に位置し、都心部が瀬戸内海に面する。四国４県

では愛媛県松山市に次いで２番目の人口規模を誇る中核都市である。 

 瀬戸内海気候区に属し、日照時間が長く、年間を通じて温暖な気候である。降水量が少な

いものの、河川勾配が急で流路延長が短いため、台風や集中豪雨の際には洪水は一気に流

下する。 

 2004 年の台風 16 号は、様々な気象条件により高潮が発生し、市内１万 5000 戸以上、980ha

が浸水する大きな被害をもたらした。 

取組のポイント 

 避難行動要支援者名簿登録の新規対象者全員に、避難行動要支援者名簿登録等のお願いの

ダイレクトメールを送付。調査票（兼申請書）を記入して返送すると、名簿登録と個別避

難計画の作成ができるような様式としている。 

 郵送でのやりとりのみで終わり、とするのではなく、市は各地域で説明会を開催し、地域

（民生委員・児童委員等）は市からの説明を受けて、日ごろの見守り活動の中で新規対象

者に調査票（兼申請書）の記入方法を教える等の声掛けを行うことで、取組を進めている。 

 さらに、一部の地域では、名簿登録者全員を対象とした個別訪問や避難行動要支援者に特

化した避難訓練を実施する等の取組が行われている。個別訪問の中で、登録内容の更新や、

支援者が見つからないこと等を理由に登録を希望しない方に対するサポート等を行ってい

る。効率的なダイレクトメール作戦と地域における対象者の掘り起こしとの両輪で取り組

んでいる。 

 モデルケースとして専門職を交えた個別避難計画の作成を行っている。専門職を交えるこ

とで、個別の事情に合わせたきめの細かい計画を作成することができる。 

 

 

 令和３年の災害対策基本法の改正を受けて、令和４年度に「避難行動要支援者名簿登録・個別

避難計画作成調査票（兼申請書）」を作成。毎年７月に、避難行動要支援者名簿登録の新規対象

者全員に、ダイレクトメールで調査票（兼申請書）を送付している。調査票（兼申請書）を記

入して返送すると、名簿登録を希望する人は、個別避難計画の作成までできるような様式にな

っている。 

 高松市では、完成度が低くても個別避難計画を作成することを優先している。個別避難計画を

作成した後に、地域で顔の見える関係を築きながら個別避難計画の精度を上げていくような、

手法をとっている。災害はいつ起きるか分からず、実際に支援してくれるのは身近にいる地域

の人が想定されるため、まずはいったん作成してみることを一番に取組んでいる。 

ダイレクトメール作戦による効率的な避難行動要支援者名簿登録の推進 

データ出典：国勢調査（2020 年） 
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 ダイレクトメールで送付する資料は４種類（「避難行動要支援者名簿登録・個別避難計画作成調

査票（兼申請書）」「避難行動要支援者名簿登録・個別避難計画作成調査票（別紙・任意）」「記

載要領」「避難行動要支援者名簿登録等のお願い」）。調査票（兼申請書）を記入するのは、高齢

者が多いため、A３用紙１枚に収まる分量としている。 

 

 記入した調査票（兼申請書）を市に返送していただき、市で福祉システムに入力をする。福祉

システムから出力した個別避難計画をご本人と地域に配布する。地域には、個別避難計画と避

難行動要支援者名簿の一覧を提供して、日ごろの見守り活動や要配慮者に特化した避難訓練等

に活用してもらっている。 

 高松市には 44 の地域支援組織（コミュニティ協議会、連合自治会、民生委員・児童委員、地区

社会福祉協議会、自主防災組織の５団体）があり、各地域支援組織に個別避難計画と避難行動

要支援者名簿の一覧を提供している。 

 ダイレクトメールは現在のところ、各年に、新規に対象になった人にのみに送付しており、登

録済みの避難行動要支援者は、状況に変化があっても内容の更新ができないため、民生委員等

が日ごろの見守り活動の中で状況を確認し、登録情報の更新が必要であれば市に情報提供し、

市で更新してシステムに反映する。地域には年に１回個別避難計画と避難行動要支援者名簿の

一覧を提供しているため、次の年に更新された情報が地域に渡る。 

 令和５年１月時点、高松市全体で、避難行動要支援者名簿登録者数は約 7,800 人、個別避難計

画作成者数が約4,400人、個別避難計画作成率が約56.6%。新規対象者は例年4000人程度おり、

＜避難行動要支援者名簿登録・個別避難計画作成調査票（兼申請書）＞ 

資料：高松市ホームページ 
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そのうち半数程度から返信がある。調査票返信者のうち登録希望が 500 人程度で、残りの約 3/4

程度の人が自力避難等で登録をしないとしている。 

 

 

 市がダイレクトメールを送付した後は、地域（自治会、民生委員・児童委員等）のサポートが

必要不可欠であるため、各地域に市から災害時要支援者に関する説明を行ってきた。初めはど

うして地域で個別避難計画作成の支援をしなければならないのかという声もあったが、説明を

重ねる毎に意識が変わった。また、市の社会福祉協議会のバックアップで、まとまりが出てき

た地域もある。 

 地域での日ごろの見守り活動の中で、対象となる要件にあてはまる方で名簿登録が無い場合は、

名簿作成について声掛けをするようにしている。調査票（兼申請書）の細かな書き方等に関す

る相談もあるが、市の説明を受けているため回答ができるよう理解している。 

 調査票（兼申請書）には支援者の欄があり、支援者が見つからないことが、名簿登録の課題と

なっている。要支援者本人が支援者を探すことが基本だが、見つからない場合は地域に相談し

て支援者を見つけることになる。 

 令和３年度以前に名簿登録をした人の中には、個別避難計画の作成が済んでいない方がいるた

め、地域で個別避難計画の策定を進めている。 

 同居家族がいる方でも、昼間にほぼ独居となる場合は避難行動要支援者名簿への登録をお勧め

している。同居家族がいる場合は、ダイレクトメールを送る対象者に入らないこともあるため、

地域での掘り起しが重要となる。取組の進んでいる地域では、そのような対象者の掘り起こし

も行っている。 

 市では、先進的な取組をまとめ、地域に事例紹介をしている。 

 

 

 栗林（りつりん）校区コミュニティ協議会では、コミュニティ協議会が中心となり、民生委員

や自主防災組織、連合自治会が協力して要配慮者支援に取り組んでいる。要配慮者・支援者宅

へ、自主防災組織・連合自治会・民生委員が訪問し、登録情報を更新している。個別避難計画

をもとに、防災訓練等を実施している。民生委員自身が支援者となることは避け、民生委員は

要支援者と近隣住民をつなげる役割を果たしている。 

 木太（きた）地区コミュニティ協議会では、地域福祉ネットワーク会議で防災に特化した活動

を実施。令和４年度から名簿登録者全員を個別訪問し、全戸個別避難計画の更新している。令

和５年度には新規対象者の個別訪問している。個別訪問をすることで、地域の中で顔の見える

関係が構築されており、地域福祉にも繋がっている。登録を希望しない方の中にも、避難行動

要支援者名簿に登録し、災害時に支援をする必要がある人が多くいると考えており、対象者の

掘り起こしにも力を入れている。 

地域による個別避難計画作成の支援 

各地域における取組 
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 川東（かわひがし）校区コミュニティ協議会では、独自の管理システムを導入し、要配慮者と

支援者の情報を管理している。 

 日新（にっしん）地区では、名簿を活用して要配慮者に特化した避難訓練を実施している。支

援者と要支援者を地図上に落とし込んで避難ルートの検討をしている。また、実際に想定ルー

トを歩いて、避難所まで移動する訓練を実施している。 

 

 

 市では、自立支援協議会のワーキンググループに参加し、相談員等と精神障害者や身体障害者

の方の個別避難計画を作るというモデルケースをいくつか作った。精神障害者や身体障害者の

方の個別避難計画作成における一番のハードルは、地域に自分たちの情報を知られたくないこ

と。そのハードルを越えてモデルケースとして作成した個別避難計画は、とても高い精度のも

のとなった。 

 専門職を交えると、災害の種類によって異なる避難経路・方法（自宅待機、垂直避難等）を検

討する等、現実的な個別避難計画の作成ができる。身体障害者の場合は移動をする方が危ない

ことや、精神障害者だとパニックにならないようにする必要があること等、個別の事情に合わ

せたきめの細かい計画を作成することができる。 

専門職を交えて作成するきめ細やかな個別避難計画 
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３. 高知県 

    日高村 

住民とともに考え、ともにつくる 

災害時における地域の助け合い 
日高村社会福祉協議会 

 

地域概要 

人口 4,812 人 高齢化率 43.1% 面積 約 45 ㎢ 

 日高村は高知市から約 16 ㎞西にあり、村の中心地は土佐湾より約 10 ㎞内陸に位置する。

村の北部と南部には山が連なり、中心地が盆地となっている。また、村の大部分は仁淀川

およびその支流の流域となっている。 

 年間降水量は平均約 2,900mm で梅雨から台風の時期に降雨が多くなるが、冬季は降雨・降

雪は少ない。また、盆地状の地形であるため、昼夜の温度差は大きい。 

 2014 年の台風第 12 号・11 号に伴う集中豪雨により日下川が氾濫し、大規模な浸水被害を

受けた地域である。 

取組のポイント 

 日高村では「ずっと日高で暮らす」を実現するため、各種社会資源のネットワーク構築や

住民主体の助け合い・支えあいの仕組みづくり等に取り組む「小地域ネットワーク事業」

を平成３年度から開始し、現在に至るまで様々な工夫を重ねてきた。 

 平成 10 年の高知豪雨災害の時に村外の高齢者の方が犠牲となったことがきっかけとなり、

小地域ネットワーク会議の構成メンバーに防災関係の支援者を加えた。また、住民ととも

に災害をテーマにしたワークショップやマップ作りを重ねることで、参加者が様々な課題

を「自分たちの課題」として考えることができるようになり、災害時を含めた助け合い活

動につながった。 

 平成 29 年からは、避難行動要支援者の個別避難計画をより実効性の高い内容にするため、

小地域ネットワーク会議（見守り支援ネットワーク会議）において、要支援者の個別状況

確認や支援者の検討などを丁寧に行っている。 

 

 

 日高村社会福祉協議会では、「ずっと日高で暮らす」を実現するため、住民が主体となった地域

福祉活動を「小地域ネットワーク事業」として平成３年から取組を始めた。 

 本事業は、家族機能の低下や地域のつながりの希薄化等といった課題を踏まえ、各種社会資源

のネットワーク構築や住民主体の助け合い・支え合いの仕組みづくりを進めていくことを目的

としている。 

 小地域ネットワーク事業は、現在に至るまで 30 年以上続けてきた取組となる。当初は人が集ま

らず困ったが、説明や研修を重ねて住民に理解と協力を求めたほか、住民アンケートを踏まえ

た参加しやすい会議形態にすることや、団体等への呼びかけにより構成メンバー（支援者）を

増やしてきた。 

 そうした中、平成 10 年の高知豪雨災害の時に村外の高齢者の方が亡くなったことがきっかけと

なり、当時の村長からも災害時ネットワークの必要性が言及された。新たなネットワークを 

関係者がつながる場 「小地域ネットワーク会議」の誕生 

データ出典：国勢調査（2020 年） 
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構築するのではなく、社会福祉協議会で既に取

り組んでいるネットワーク活動の中で、災

害時の支援についても考えていくことにな

り、消防団が小地域ネットワーク会議に加

わった。 

 平成 15 年、福祉委員研修会で高知県社会福

祉協議会から阪神淡路大震災に関する講演

があった。それを聞いた住民が災害に関心

を持ったことをきっかけとして、小地域ネ

ットワーク会議において災害をテーマにし

たワークショップ・マップ作りを実施した。

それまで、住民個々の心身状態は把握していた

が、住環境までは把握しておらず、このワークショップによって村内の危険な場所や地域課題

を浮き彫りにすることができた。また、災害をテーマにしたことで他人事ではなく、自分たち

の課題として考え、個別の見守りだけでなく地域として考える機運が高まった。 

 ネットワーク会議で出た課題等をそのままで終わらせないため、意見を整理したうえで、それ

を踏まえた第１次地域福祉活動計画を策定した。地域福祉活動計画を策定するために住民が集

まったのではなく、小地域ネットワーク会議の取組を進めていく中で、住民による住民のため

の地域福祉活動計画としてまとまった。 

 介護保険の創設に伴い、ケアマネジャーによるサポートや介護保険サービスが開始され、小地

域ネットワーク会議への関係者の関心が低下したこともあった。そのため、小地域ネットワー

ク会議では、支援が必要な高齢者や障害者だけでなく、元気な人も含む一人暮らし高齢者全員

を支援の対象に拡大した。介護保険サービスは 24 時間支援が提供されるものではないため、地

域で暮らす中では住民同士の見守りや助け合いが重要となることを説明して、活動を継続させ

てきた。 

 平成 26 年 8 月の台風 12 号・11 号に伴う水害では社会福祉センターの駐車場入口が水没するほ

どの被害が生じた。発災直後、小地域ネットワーク会議のメンバーが声を掛け合い、一人暮ら

し高齢者等の安否確認や避難所への避難行動支援を行った。 

 現在、小地域ネットワーク会議は村内５地区においてそれぞれ年２回開催している。 

 構成メンバーは民生児童委員協議会、老人クラブ連合会、自治会長、消防団、障害者会、居宅

介護支援事業所、地域包括支援センター、一人暮らし高齢者の会、ボランティア団体、福祉委

員、緊急通報装置協力員、ネットワーク協力員、避難行動支援者など、20 の組織・団体等から

構成されている。 

 事業開始当初は少人数であったが、継続するうちに少しずつ参加者を増やしていった。５地区

で地域性も異なるため、住民の意見を踏まえて開催場所や時間を調整するなど、地域のニーズ

に合った形式に変更している。 

  

資料：日高村社会福祉協議会 

＜災害時における小地域ネットワークの活動＞ 
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 小地域ネットワーク会議は半年に１度開催さ

れ、「見守り支援ネットワーク会議」と「地域

福祉活動ネットワーク会議」の２つから構成

される。前者の会議では一人暮らし高齢者や

避難行動要支援者等について、一人ひとりの

状況を個別に確認している。対象者の近況に

ついて、参加者が普段の生活で気づくことな

どを情報共有し、どのような見守り・支援が必

要かを話し合っている。 

 「一人暮らし高齢者台帳」等の個別状況確認

や支援の検討にあたっては、参加者が収集した

情報について、一人暮らし高齢者等の住まい・

生活の状況等のほか、通いの場等への参加状

況、介護保険の利用有無、避難行動要支援者の

該当有無などを会議内で共有し、整理してい

る。 

 こうした資料は各参加者が手元で確認するの

ではなく、紙芝居方式で参加者全員が同じも

のを見るようにしている。そうすることで参

加者の注意の対象が統一され、闊達な意見交

換につながりやすい。対象者の困りごとやニ

ーズだけではなく、強みとなるような趣味や

特技も確認するようにしている。また、個別の

課題やニーズの整理を通して、地域としてのニ

ーズも見えてくる。 

 把握した個別ニーズ・地域ニーズへの対応につ

いて、住民同士で対応できるニーズ（ゴミ出し

の支援等）であれば具体的な支援方法や役割分

担を考える。住民の助け合い等によって対応で

きないものについては、地域包括支援センター

をはじめとした関係機関が参加する「支援者

会」（年４回程度開催）につなぎ、民生児童委

員や役場各課、地域包括支援センター等による

具体的な対応策を検討したうえで、半年後の見守り支援ネットワーク会議にて結果を報告する

ようにしている。また、社会資源の創出が必要であるケースなどは、月１回開催している村役

場と社会福祉協議会との連絡会で協議している。 

 

住民１人ひとりの状況に応じた支援の検討（見守り支援ネットワーク会議） 

資料：日高村社会福祉協議会 

資料：日高村社会福祉協議会 

資料：日高村社会福祉協議会 

＜見守り支援ネットワーク会議の流れ＞ 

＜一人暮らし高齢者台帳＞ 

＜各会議の役割関係＞ 
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 住民一人ひとりの状況を確認することで顕在化される個別ニーズ・地域ニーズの把握、住民同

士による対応策の検討、関係機関による対応策の検討、村としての社会資源の創出の検討、検

討結果の住民への報告といった一連の流れがシステムとして自走する状態になっている。その

ため、会議に参加した住民も自分たちの意見が反映されたり、関係機関に届いているという実

感を得ることができる。 

 

 

 個別避難計画の作成自体は村が行うが、支援

者と要支援者のマッチングは住民の情報が

集まる小地域ネットワーク会議の場を活用

している。まずは要支援者の状況や希望を確

認し、候補となる支援者に対応可能かどうか

を確認する。 

 一方で、地域によっては支援者の候補となる

人の数が少なく、一人が複数の要支援者を担

当する状態になっている。支援者には、自分

と家族の安全確保が大前提であり、そのうえ

で可能であれば声掛け・避難を支援するよう

に伝えており、支援の責任はないという点を明

確に説明するようにしている。 

 実効性を伴う計画とするには、マッチングするだけでは不十分で日頃の関係性づくりが重要と

なる。支援者には個別避難計画の内容を A4 サイズにまとめて提供している。 

 従前は民生児童委員に支援者を見つけてもらっていたが、支援者がなかなか決まらず、結果と

して自治会長が一人で 10 人近い要支援者を担当することになってしまった。それでは実際の支

援は難しいうえに、自治会長は毎年変わるため、関係性を再構築する必要がある。以前は住民

に同意をもらっていなかったため、避難行動要支援者名簿を見守り支援ネットワーク会議で共

有することができなかったが、平成 27 年の災害対策基本法の改正を機に改めて住民の同意を取

り支援者の見直しを行った。 

 支援者のマッチングのみでなく、実際に支援者が要支援者の家を訪れる防災訓練（避難訓練）

を村が主催となり５地区で開催した。実際の避難経路等を確認するうえで有効であったが、心

身機能の低下した要支援者の避難をどのように支援するかは課題であった。 

 高齢の住民は口では「もういい」と言うこともあるが、80 代・90 代でも地域の活動に参加する

人は多く、防災に関することも地域活動の１つとして取り組む人が多い。 

  

見守り支援ネットワークの場を活用した支援者とのマッチングと訓練の実施 

資料：日高村社会福祉協議会 

＜個別支援計画検討の経緯＞ 
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 小地域ネットワーク会議を構成するもう１

つの会議「地域福祉活動ネットワーク会議」

では、村内の小地域である 22 グループごと

に具体的な行動計画を検討し、それを全て

の地域で実践し、半年後の会議で振り返る

というサイクルを繰り返し行っている。 

 具体的には、地域福祉活動計画の概要版に

掲載している 31 の実施目標を見ながら、自

分たちの地区でどのようなことができるか

を検討している。なお、実施目標の１つとし

て「地域で災害にそなえる」を定めている。 

 意見交換は社会福祉協議会の職員がファシ

リテーターとなり進行する。参加者全員が発

言できるように進行することがポイントで、

必ず地区で実施できる内容を話し合って決

めてもらうことが重要となる。そのため、取

組の日時や場所、役割分担といった具体的な

内容まで話し合い、実行できるレベルまで落

とし込んでいる。実施計画は地区ごとに模造

紙にまとめている。 

 実施計画は各地域に持ち帰って、実際に取組

を行い、次の会議の場で振り返りを行い、実

践報告書としてまとめる。取組の良かった

点・課題・気づきなどを必ず出してもらい、次の計画に反映するようにしている。 

 ある地区では「地域で災害にそなえる」「隣近所が交流できる機会をつくる」を目標に掲げ、防

災倉庫の点検や防災アプリの学習、起震車体験などを企画して実践した。他にもこれまで防災

グッズの確認、救命救急学習会、高齢者に特化した災害時の備えに関する出前講座の実施など

があった。以前は防災のみを実施目標とした活動ではあまり人が集まらなかったが、現在は防

災以外の実施目標も一緒に実践することにより、参加者が増えている。 

 社会福祉協議会は住民が自ら気づき、感じ、学び、動くための仕掛けづくりを行うことを意識

し、住民主体の地域福祉活動が広がっていくように行政と協働して支援している。 

 

住民がつながり、支え合う地域づくりを実践（地域福祉活動ネットワーク会議） 

資料：日高村社会福祉協議会 

資料：日高村社会福祉協議会 

＜各地区での実践の振り返り＞ 

＜各地区での取組の検討（実施計画づくり）＞ 
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４．徳島県 

  美波町 

地域福祉からアプローチする地域による 

防災の取組 
徳島大学 人と地域共創センター 

 

地域概要 

人口 6,222 人 高齢化率 49.4% 面積 約 141 ㎢ 

 徳島県の南東部に位置し、南東は太平洋に臨み、暖かい黒潮の良好な漁場を有する。 

 太平洋気候区域にあり、年間の降雨量は約 3,000 ㎜と、日本の最多雨地域。沿岸では平均

気温が約 16℃で、冬でも暖かな気候である。 

 平成 18 年に日和佐町と由岐町が合併して、美波町が誕生した。海岸線に細長く面する由岐

地区は、平坦地は少なく、ほとんどが山地となっている。 

 由岐湾内地区には日本最古の津波碑と言われる康暦碑があり、南海トラフ巨大地震の被害

想定は、最大震度７、津波影響開始時間が 12 分、最大津波水位が 12.3m、地区内の 99％の

建物が津波浸水想定区域内に立地している。 

取組のポイント 

 地域で防災の取組を進めるにあたり、高齢者にはいつかの防災よりも今の健康というニー

ズがあるため、地域の関心の強い健康やフレイル予防等の面からアプローチする形で防災

の取組を進めている。 

 社会参加の機会が多い人ほど防災意識が高いことから、社会参加の機会として SORA のつ

どいを開催。交流の場に参加しない、孤立をしている人には、個別訪問をする等の対応を

とっている。 

 地域主体による避難行動要支援者の取組を実施。行政による避難行動要支援者対策の対象

とならない、隣近所の方の支援をすることで、もれ・むらをなくし、誰一人取り残さない

支援を目指す。 

 

 

 令和２年度に美波町由岐湾内地区の地域づくり団体として「美波の SORA」が発足した。メンバ

ーは、町職員６名、徳島大学（人と地域共創センター 井若学術研究員）、徳島文理大学（池添

准教授）、地域住民５名。最近は、地元小中学生によるキッズボランティアも５名参加。 

 地域の高齢者が増加し、日々の生活や健康への関心が高まる一方で、防災への余裕が無くなっ

ている中、関心が高い健康対策の観点からアプローチすることで、結果的に防災対策につなげ

ることが有効だと考え、フレイル予防及び津波予防の意識向上、要支援者の発見を目的にした

生活安心調査を実施。 

 生活安心調査は、年に１回、美波の SORA、美波共創塾、町福祉課、民生委員、由岐小学生、徳

島大学・美波町地域づくりセンター、徳島文理大学等のメンバーで、由岐湾内地区の後期高齢

者世帯宅を全戸訪問して実施している。厚生労働省の「介護予防のための基本チェックリスト」

福祉の観点からアプローチする防災 

データ出典：国勢調査（2020 年） 
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をもとに作成した生活安心チェックリ

ストは、健康状態等に関する答えやすい

設問から始まり、最後に防災のことを聞

くことで、自然に防災の話も聞きだすこ

とができる流れとしている。 

 生活安心調査の結果、積極的に社会参加

をしている方ほど津波避難の意識が高

いことが明らかになり、社会参加の機会

を増やすことが、津波対策にもつながる

ことが分かった。 

 生活安心調査は毎年実施し、状態が悪化

している方がいたら地域包括センター

等に繋いだり、地域で見守りをしたりし

ている。また、津波避難に課題を抱えて

いる方がいれば、個別避難計画の作成に

もつなげている。 

 「美波の SORA」では、フレイル予防と防

災対策の向上を目的にして SORA のつど

いを開催。各公民館で、たわいのない話

（昔の写真について話したり、昔の遊び

をしてみたり）から初めて、フレイル予防

の体操をして、最後に防災に関するクイズをする。津波避難・

生きたいという意欲を保つためにも、人との交流の必要性を

感じたことをきっかけに始めた。SORA のつどいを開催する

中で、孤立している人ほどそのような場に出てこないので、

個別の見守り活動が必要だということが分かった。「美波の

SORA」では、子ども食堂や生活支援物資の配布等の活動も始

めたので、そこで扱っている生活支援物資を手土産に、見守

りが必要な方を訪問して話をしたりしている。 

 「美波の SORA」では、生活支援事業として、高齢者等の日常

生活の困りごとをお手伝いすることで、高齢者等が住み慣れ

た地域で暮らすことができるよう支援している。家族や友

人・知人からの支援が得られにくい孤立している方を把握

し、ゴミ出しや買い物支援等をしている。 

 町主催の真面目な避難訓練とは別に、自主防災会主催で楽

しい避難訓練として「避難まつり」を開催している。徳島県南では、「浜節句」というお弁当を

持ち寄り１ヵ月遅れで桃の節句を祝う伝統行事があり、「避難まつり」でも弁当を持ってきて避

難場所で花見をして楽しみながら避難をするイベント。2023 年の「避難まつり」では、フレイ

ル予防も意識して、元気に避難所生活を過ごすための「防災みなみ体操」も実施した。 

＜生活安心チェックリスト＞ 

資料：徳島大学・美波町地域づくりセンター 

＜社会参加の機会「SORA のつどい」＞ 

資料：徳島大学・美波町地域づくりセンター 

＜避難まつり チラシ＞ 

資料： 

徳島大学・美波町地域づくりセンター 
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 避難行動要支援者の取組において、災害対策基本法等に基づく公的なアプローチでは、要支援

者の優先度の高い方から支援をしている。地域からのアプローチとして、隣近所の方を支援す

ることで、誰一人取り残さないために、支援のもれ・むらをなくせると考え、地域主体による

避難行動要支援者の取組を行っている。 

 由岐湾内地区は南海トラフ巨大地震の

被害想定における津波影響開始時間が

12 分、最大津波水位が 12.3m と、避難行

動要支援者を助けたいと思っていても

支援者のリスクが高いため、地域で足踏

み状態が続いていた。そこに、地域おこ

し協力隊として大学院生氏家里菜さん

が地区に移住し、修士論文のテーマとし

て取り組んでくれることになり、地域で

できる対策を進めることになった。 

 地域の後期高齢者の１人暮らし及び夫

婦２人暮らし世帯を全戸訪問し、避難行動要支援者

の絞り込みを行った。避難の支援が必要な方につい

ては、地域の関係者（自主防災会、消防団、民生委

員）と協議して支援者と支援方法を決定し、避難訓

練で検証・評価・改善を行った。 

 訓練前は避難に後ろ向きだった要支援者も、訓練を

通して、実際に避難ができたという経験や、周囲に

支援をしてくれる人がいるという安心が得られ、避

難意識の向上が見られた。避難訓練の様子を見た地

域の人が手伝ってくれる等、周囲にも影響があった。 

 支援者は、訓練を通して責任感が向上した。一方で、

一人で抱え込んで支援者自身の避難が

遅れることのないようにする等の注意

が必要。 

 訓練の結果、①支援方法に関する課題、

②避難速度を早くするための課題、③訓

練の継続と状況把握の継続の３つの課

題を把握した。 

 訓練の成果として、行政が作成する避難

行動要支援者名簿に掲載の無い 75 歳以

上の高齢者にも支援が必要であること

が分かったため、町に情報提供をして名

地域主体による避難行動要支援者の取組 

＜地域での避難行動要支援者対策の手順＞ 

資料：氏家里菜さんの作成資料を一部改変 

＜避難訓練の結果の一例＞ 

資料：氏家里菜さんの作成資料 

＜残された課題に対する今後の対策＞ 

資料：氏家里菜さんの作成資料を一部改変 
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簿に登録してもらった。 

 行政の避難行動要支援者名簿に載るには厳しい基準があるが、基準を満たさないが支援を必要

とする人を包括して守る体制が必要。行政には対応しきれないところを地域で守る必要がある。 

 

 

 徳島大学・美波町地域づくりセンターでは、人口減少，少子高齢化，過疎化といった「社会リ

スク」と南海トラフ巨大地震・津波といった「社会リスク」の両方を解決し、地域で幸せに住

み続け、次世代に地域を継承するために、由岐湾内３地区自主防災会連合会主体による事前復

興まちづくりの取組を継続的に支援している。 

 令和元年度からは、美波町と徳島大学が協働で、“美波町の将来像を実現するために、多様な主

体と新しい価値を「共」に「創」り上げていくオープンな場”として、『美波共創塾』の運営を

開始。「（１）地域自治を担うリーダー育成」（対象：地域住民）、「（２）地域住民と協働する職

員育成」（対象：役場職員）、「（３）地域の宝である次世代育成」（対象：小中学生）、「（４）町

外の交流・関係人口の創出」（対象：来訪者）に取組んでいる。 

 「（３）地域の宝である次世代育成」（対象：小中学生）として、日和佐小学校と由岐小学校で、

総合的な学習の時間を活用した年間カリキュラムを作成。日和佐小学校では、地震・津波のメ

カニズムからバーチャル避難訓練、防災グッズや避難所資機材の体験等を学ぶ防災学習を行っ

ている。由岐小学校では基礎的な防災学習に加えて毎年防災デイキャンプも行っており、令和

5 年度は、由岐小中学校コミュニティスクールの一環で、合同で防災デイキャンプを開催し、学

校から山間部にある避難所まで避難して、自主防災会の方々と避難所開設・運営 WS を行った。 

 「（４）町外の交流・関係人口の創出」（対象：来訪者）として、コロナ過に自由に訪問して視

察ができるように、令和 2 年度に作成した『由岐湾内地区防災ツーリズム MAP』（地域おこし協

力隊・渡邊雄二さん作）を活用して視察研修の受入を行っている。 

 

 

徳島大学・美波町地域づくりセンターの取組状況 

＜由岐湾内地区防災ツーリズム MAP＞ 

資料：徳島大学・美波町地域づくりセンター 
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第４章 本事業の結果の概要・考察 

 

〇「災害時でも安心して住み続けられる地域づくり政策に関する調査」の主な結果 

 

本事業では、市町村を対象にアンケート「災害時でも安心して住み続けられる地域

づくり政策に関する調査」を行った。結果の詳細は第２章に記載したとおりであり、主

な結果としては以下のことが分かった。  

 

・災害時に備えた福祉部門の取組として、「避難行動要支援者名簿の作成」が 94.6%、

「個別避難計画の作成」が 79.7%、「避難行動支援者名簿の関係者への共有」が 68.9％

であった。  

・「策定にあたり､地域防災計画･地域福祉計画相互の内容を活用した」が 36.5％、「地

域福祉計画と地域防災計画には共通の内容を盛り込んでいる」が 14.9％であったも

のの、「『地域福祉計画』『地域防災計画』との連携は特にない」が 40.5％と約４割に

のぼった。  

 ｢地域防災計画｣における災害時の要配慮者への支援体制について尋ねたところ、「あ

る」が 41.9％であったが、「ない」が 56.8％であった。  

・今後特に連携を深める必要があると考える関係者について尋ねたところ、「自主防災

組織」が 56.8％、「自治会・町内会」が 35.1％であった。特に、地域住民との連携を

課題としていることが伺える。  

・避難行動要支援者名簿に記載の対象者についての「個別避難計画」の作成状況につ

いては、「全員作成済」が 13.5％、「名簿記載者の概ね５割以上」が 21.6％、「名簿記

載者の５割未満」が 58.1％であった。「作成していない」が 6.8％であった。  

 「個別避難計画」の作成にあたっての課題について、『対象者個別の計画に関する項

目』では、「支援者の確保が難しい」が 75.7％、「支援が必要とされる人全員について

作成ができていない」が 58.1％、「対象者の同意が得られない」が 33.8％であった。 

 『連携・情報管理に関する項目』では、「計画内容の更新･見直しが難しい」が 55.4％、

住民組織等の協力を十分に得ることが難しい」「住民組織等に計画協力のための人員

が不足している」が 51.4％、「個人情報等の管理が難しい」が 37.8％であった。  

 一方で、個別避難計画の作成における工夫や計画の実効性を高めるために行っている

工夫について、自由記述にて尋ねたところ、各市町村での取組もわかった。 

・なお、「個別避難計画」の作成の対象とならない（避難行動要支援者名簿に掲載され

ていない）ものの、災害時に配慮が必要と考えられる方々（要配慮者、例えば、要介

護度の低い高齢者、介護認定を受けていない高齢者等）について、地域の中で、お互

いに認識されていたり、把握されたりする仕組みがあるかどうかについて尋ねたと

ころ、「ほぼ全ての地区で､おおむね認識､把握されていると思う」が 10.8％、「一部

の地区では､認識､把握されていると思う」が 58.1％、「お互いに認識しておらず､把
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握する仕組みもない地区が多いと思う」が 29.7％であった。  

・災害時に備えた活動として地区等によって行われている内容について尋ねたところ、

「避難訓練」が 93.2％、「避難に関連した地域での勉強会･集会等の実施」が 59.5％、

「災害に備えるための情報提供･啓発活動の実施」が 58.1％、「避難経路･避難場所等

の状況確認」が 39.2％、「災害に備えるための物資等の提供」が 31.1％であった。  

・活動を進めるにあたり課題となる点について尋ねたところ、「地域住民の意識向上」

が 64.9％、「支援者の確保」が 59.5％、「対象者への意識啓発」「関係団体との連携」

が 48.6％であった。  

・県や国に求める支援について望むものすべてを尋ねたところ、「支援者等担い手の確

保･担い手への研修等人材育成への支援」が 60.8％、「専門職等との連携支援」が 48.6％、

「計画策定時の課題を解決している事例の紹介」が 39.2％、「福祉避難所の確保に対

する支援」が 37.8％、「市町村全体への普及に向けての方策の紹介」が 31.1％であっ

た。  

 

〇事例調査の結果 

 

四国の各市町村が上記のような課題、問題意識を有しているところで、事例調査の

地域における取組は、効果的な工夫等も多く、詳しくは第３章に記載したが、他地域に

おいてぜひ参考にしていただきたい。  

 

美波町や日高村での地域に入り込んでの細やかな取り組みは注目される。一方で、

人材確保がすぐには難しい地域もあるかもしれないし、規模の大きな自治体が必ずし

も同様の手法を全市町に展開するのは容易ではないかもしれない。そのような中、高

松市では規模の大きい自治体だからこそ、まずは全市でスクリーニング、郵送調査で

全体をおさえつつ市内 44 の地域ごとに、それぞれの地域が独自のアプローチで、個別

避難計画作成や地域での取り組み内容の精度をあげていく方法をとっていたことにも

注目できる。  

また、愛媛県の三層構造での取組も効果的であると考えられるし、県の支援が果たす

役割も大きい。  

 

〇今後に向けての考察 

 

以上の調査（アンケート調査・事例調査）を通じて得られた、今後に向けての考察を

ここではいくつか述べたい。  

 

・個別避難計画は、令和３年度の災害対策基本法改正において、市町村の努力義務と

された。令和７年度までに、優先度の高い人の個別避難計画作成を進めることとさ

れてもおり、市町村にとっては早急に対応すべき課題であり、効果的に取り組む必
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要があろう。  

・個別避難計画の策定の対象者について、国の基準だけでなく、市町村の独自基準、

本当に必要な人をどのように把握するかには、課題がある。一方で、国が基準とし

ている人全員に必ずしも個別避難計画が必要とも限らない。本当に必要な人を地域

の中でどうとらえ、どう支えるか、が重要であろう。  

・対象者は毎年、年を取り（高齢となり）、状況が変わるため、個別避難計画について

も見直しが必要になる。現時点、１度目の作成をどうにか進めている、という段階

の自治体もあろうが、情報の更新について今後、課題となる。  

・計画策定を進めるためには、住民の防災意識、また、個別避難計画作成に関する意

識改革と計画作成を支援する人材育成が重要である。支援者等の担い手の確保も課

題である。すぐに解決策が提示できるものではないが、「個別避難計画」を地道に浸

透させることも重要であろう。人材については、地域に関する様々なことを民生委

員に頼り、非常に負担が大きくなっているという課題もある。社会福祉協議会、地

域包括支援センター、ケアマネジャー、介護事業所等との連携で、負担を分散させ

ることも必要であろう。  

・行政組織においては、防災部局と福祉部局の連携も課題になる。まずは「地域福祉

計画」と「地域防災計画」の計画レベルでの連携、調整の実施が望まれる。また、

地域防災計画における災害時の要配慮者への支援体制の記載等、福祉側面のアプロ

ーチに福祉部局が積極的にかかわること、防災部局が認識・理解を高めることが必

須であろう。  

・防災の取組が地域の人々の関係性を強化し、また、平時の地域活動、福祉活動、地

域づくりが災害時の対応においても力を発揮する。災害の多いわが国の地域福祉に

おいて、今後も欠かせない取組、キーワードになると考える。  
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委員長特別寄稿「防災と地域福祉」 

中山間地域において災害時でも安心して住み続けられる地域づくり政策に関する調査

研究事業 調査研究委員会委員長 

高知県立大学 社会福祉学部 教授 田中きよむ 

 

災害対策を地域福祉の観点から捉え直してみると、平時の取り組みと共通し、ある

いは、その延長線上に防災活動があると言える。つまり、平時の個別支援と地域支援

や、その経験が、災害時の個別支援と地域支援にもどのように生かされ、あるいは応

用されるかが問われることになる。 

 個別支援の側面で言えば、独居高齢者や障害者等への日常的な見守り活動は、災害

時の個別支援活動にも通ずる。日常的な見守り活動をしていることが地域の要援護者

個々人の状況把握につながり、地震などの有事の際にも、効果的な支援に生かせる可

能性がある。その意味では、災害時の個別避難計画を一部策定済みの市町村は（2023

年 10 月、全国）、1,741 市町村中 1,323 団体（76.0％）に広がっているが、対象者全

員について策定済みの市町村は 151 団体（8.7％）に留まっている（内閣府・消防庁

調べ）。個別避難計画の策定が形式的な回答に留まっている場合もあるため、その実

態を確認する必要があり、策定率だけに着目することは適切ではないにせよ、その策

定が災害対策基本法上は努力義務に留まっていることも関係していると思われる。 

他方、地域支援の側面では、平時の社会的な地域のつながりや活動の強さが、災害

時にも生かされることによって、被害を減らす予防的な取り組みにおいても、被災後

のコミュニティ復興力の面でも、災害に強い地域づくりにつながる。その意味では、

平時の地域福祉活動や地域づくりと防災活動の関わりが重要になるが、地域福祉計画

の策定状況を見ると（2022 年４月、全国）、市町村地域福祉計画において、「市町村地

域防災計画と共通の内容を盛り込んでいる」という市町村は、46.3％となっている

（厚生労働省調べ）。市町村地域防災計画の方は災害対策基本法上、策定が義務づけ

られており、地域福祉計画については社会福祉法上、努力義務（2018 年度以降）とな

っているので、地域福祉計画を策定済みの市町村（2022 年４月時点で 84.8％）を母

数とするが、これについても、どれだけ実態をふまえた回答と言えるかという問題が

あり得るので、その割合だけに着目するのは適切とは言えないが、防災と地域福祉の

関係を探るうえでの一つの基本的な参考値となる。 

以上のように、個別支援と地域支援が、四国内のそれぞれの自治体や地域におい

て、日常時と災害時において、どのように有効に結びつきながら機能し得るのかどう

かを明らかにすることを本研究会の目的とした。 

まずは、個別自治体への聞き取り調査に先立って、四国内の全市町村に対してアン

ケート調査をおこなった。前述の通り、研究会事務局（三菱 UFJ リサーチ&コンサル

ティング）によって取りまとめられたが、防災活動の主要な取り組みとしては、「避

難行動要支援者名簿の作成」（94.5％）、「個別避難計画の作成」（79.7％）となってい
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る。そして、地域福祉計画と連携させている市町村は全国的な傾向と同様、半数程度

となっている（51.4％）。 

個別支援においては、災害時要配慮者への支援体制の主体としては、「市町村福祉

担当」（98.6％）、「市町村防災担当」（79.7％）、「民生委員・児童委員」（78.4％）と

なっており、行政の福祉・防災担当者とならんで、民生委員・児童委員がキーパーソ

ンとなっている様子が伺える。ただし、団体間の連携確保の課題として、「地域住民

の担い手の確保が難しい」（75.7％）があげられている。 

個別避難計画については、やはり前述の全国的な傾向と同様、対象者の「全員作

成」が済んでいる市町村は１割程度に留まっており（13.5％）、「名簿の５割以上」と

いう市町村は 2 割程度（21.6％）となっている。新たな行動要支援者の把握をおこな

っているのは、市町村福祉担当（82.6％）、民生委員（46.4％）であり、支援者との

マッチングをおこなっているのは、民生委員（42.0％）、市町村福祉担当（36.2％）

であり、やはり、民生委員の存在が大きいことがわかる。ただし、「支援者の確保が

課題」（75.7％）となっており、計画の対象とならない要配慮者の認識・把握が「ほ

ぼすべての地区」でおこなえているのは１割程度の市町村（10.8％）に留まってい

る。 

地区の防災活動の内容としては、「避難訓練」（93.2％）、「勉強会等」（59.5％）、

「情報提供・啓発活動」（58.1％）となっており、いずれも重要であるが、活動を進

めるうえでの課題としては、「住民の意識向上」（64.9％）、「支援者の確保」

（59.5％）となっており、今回の研究会でも、個々の住民の防災意識と取り組みが前

向きに高まるのは、どのような要因によるのかを明らかにしたいという問題意識に基

づいて聞き取り調査をおこなった。そして、県や国に求める支援としては、「人材育

成への支援」（60.8％）、「専門職等との連携支援」（48.6％）があげられている。人材

育成、および専門職との連携が課題視されているが、本研究会でも、その点について

も念頭に置いた聞き取り調査をおこなった。 

 

防災と地域福祉に関して積極的な取り組みをおこなっている自治体への聞き取り調

査の結果は、本研究会の報告会におけるパネルディスカッションにおいて、当該自治

体による報告という形で示された。 

県庁の広域的な立場からは愛媛県庁の取り組みをご紹介頂いたが（越智 一浩様ご

報告）、愛媛県の地域福祉支援計画を「共生社会の実現に向けた人中心の社会づく

り」と位置づける一方で、「地域支え合い・災害支援ネットワーク会議」としては、

全県、広域（東予・中予・南予地域）、市町の三次元体制がとられている。さらに、

愛媛県内各市町村においては、小地域の支援体制として、市町、社会福祉協議会、中

間支援組織の連携体制が図られている。そのような全県、広域、市町、地域という重

層的な四次元体制を整えることの重要性が明らかにされた。 

愛媛県では、西日本豪雨災害によって具体的な被害の影響を受けた。しかし、その

ことにより、「多者連携」の枠組みや被災者支援の経験・ノウハウが県内全域に展開
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され、さらに、それが平時における包括的な地域福祉にも活用された。決して多職種

連携ではなく、「多者連携」として、専門職だけではなく、地域や住民も巻き込んだ

取り組みの重要性が示唆された。同時に、西日本豪雨災害という実際の被害に直面し

たことが、行政、専門職だけでなく、地域や住民の意識と行動の変容と向上につなが

ることが示唆された。 

そして、久万高原町における防災訓練での「多者連携」をおこなったことが、情報

共有に基づく災害ボランティアセンターのスムーズな開設・訓練につながることが示

された。災害のリアルな想定に基づく住民を巻き込んだ「多者連携」こそが、予防局

面でも重要であることが明らかにされた。 

自治体ベースでの個別支援と地域支援の取り組みを平時・有時の両局面に備えて取

り組まれている高知県日高村（ひだかむら）の取り組み（浜永 鈴美様ご報告）にお

いては、住民・社会福祉協議会・行政の協働が重視され、村・地区・小地域単位での

３次元体制での活動が展開されている。 

とりわけ、村内 22 地域（集落）単位での小地域ネットワーク会議が重要な役割を

果たしている。最初は集まりが悪かったものの、1998 年の高知豪雨災害により具体的

な被害に直面したことが契機となり、災害をテーマとするワークショップやマップづ

くりが活気づいた。そして、行政に対する要望から地域でできることへ、住民の主体

的な意識の変化が見られるようになった。さらに、2014 年の台風や水害に直面したこ

とも、平時からのネットワーク会議の活性化につながった。そのような現実の災害被

害に直面したことが逆手のバネとなり、住民の意識と行動の前向きな変化が生み出さ

れてくることが示唆された。 

避難行動要支援者名簿に基づく個別避難計画の作成についても、小地域ネットワー

ク会議における「見守り支援ネットワーク会議」（個別見守り・支え合い）が半年ス

パンで、平時と災害時に備えて開催されているので、そこで避難行動要支援者の状況

確認や検討、支援者とのマッチングが図られる。ネットワーク会議で話し合われた結

果としての要支援者と支援者のマッチング案は、役場行政担当者によって引き取ら

れ、当事者への確認がおこなわれる。日高村では、個別避難計画の策定率もほぼ

100％を達成している。 

一方、小地域ネットワーク会議における「地域福祉活動ネットワーク会議」も、

「見守り支援ネットワーク会議」と同日（時間帯は区別される）に開かれており、半

年スパンで地域福祉（活動）計画の取り組み状況が確認される。地域福祉（活動）計

画（５年計画）に基づく集落単位での取り組みについて振り返りがおこなわれ、４月

～９月で達成できなかった場合は、残りの 10～３月での実施計画がその場で策定さ

れ、４月～９月で達成された場合も、取り組んで「良かったこと」や「気づいたこ

と」が住民自身によって話し合われて、キーワードやカテゴリーが抽出される。その

ようなワークショップは、地区公民館を生かしながら、同じ公民館内でも集落単位で

グループワークをおこなえる班構成（テーブル単位）がおこなわれ、社協職員や保健

師がフアシリテータ―（進行役）を務める。そして、各集落では、地域福祉（活動）
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計画の一環として、防災の取り組み（避難訓練や防災食づくりなど）も位置づけられ

ながら、災害に強い地域づくりがめざされている。 

以上の通り、日高村では、住民主体の地域づくりが、社会福祉協議会と役場行政が

両輪となって進められており、日常時の個別支援と災害時の個別支援が「見守り支援

ネットワーク会議」を通じて展開され、日常時と災害時を視野に入れた地域支援（地

域づくり）が「地域福祉活動ネットワーク会議」を通じて展開されている。まさに、

日常時においても災害時に備えても、個別支援と地域支援という地域福祉の複眼思考

が働いている。 

平時・災害時を視野に入れつつ、子どもも大人も対象とする広い意味での福祉教育

が推進されながら、住民のつぶやきを集めることによって住民主体のむらづくりに生

かされ、社協と行政がそれぞれの持ち味を生かした連携が図られている。 

徳島県美波町（みなみちょう）の取り組み（井若 和久様ご報告）においては、歴史

的には、由岐湾内地区において、昭和南海地震で死者が発生したことが教訓になって

社会教育がおこなわれてきた。 

避難訓練においては、徳島大学の井若 和久氏と院生が専門家として協力しなが

ら、たとえば、津波影響開始時間 12 分、最大津波水位 12.3ｍにおいて、要支援者と

支援者が合流ポイントで出会うのに、どれほどの時間がかかるのかが実測される。そ

のうえで、両者の集合所要時間に違いが生じる場合などの調整がおこなわれる。 

前述の通り、歴史的には昭和南海地震が教訓になっており、近年では東日本大震災や

最近の能登半島地震が住民の危機意識を醸成しているが、とくに今年になって能登半

島地震が起こる前は、昭和南海地震や東日本大震災が住民の意識から薄れ始めていた

こともあり、地震の話だけを持ち出しても、住民の関心を惹きつけにくいこともあ

り、とくに高齢者の関心が強い健康問題をセットにすることによって、「フレイル予

防×津波予防」が推進されるようになった。災害と健康に対する意識向上と要支援者

の発見を目的とする「生活安心調査」においても、フレイル予防×津波予防のチェッ

クリストが作成され、社会参加、閉じこもり、口腔機能、運動機能、栄養状態などの

チェック項目と併せて、災害の備え（想定津波高さ、避難訓練、支援の必要性、避難

生活場所など）についても聞き取りがおこなわれている。一見、相異なる次元の取り

組みに思えるが、住民の命を守るという意味では、「健康」と「防災」は共通点を有

している。 

そのような取り組みを通じて、社会参加（防災体操など）の頻度が高い人ほど、防

災意識が強いことが明らかにされ、社会参加の機会創出と個別見守りの両輪が重要視

されている。そして、多様な主体による避難行動要支援者対策が、公的サイドと「共

的サイド」から側面支援されている。アセスメント→レベル判定（歩行困難等）→ケ

ース会議（どこまでできるか）→避難訓練という流れで、災害時の個別ケースマネジ

メントがおこなわれ、前述の通り、要支援者、支援者の合流ポイントまでの時間測定

等もおこなわれている。「自分はどうなってもよい」と自暴自棄気味になっていた住

民も、生活安心調査や避難訓練に協力することで自信、安心感が生まれ、住民の主体
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的な意識・行動変容が表れてきている。 

住民に身近な健康や社会参加・交流に対する日常時の働きかけや調査と防災活動と

の掛け合わせや、リアルな想定に立った個別の避難訓練が、防災に対しても前向きな

住民の意識と行動につながることが示唆されている。 

 

東日本地震、能登半島地震の教訓から、今後予想される南海トラフ大地震の側から

見て学び取れることとしては、まず、地震の規模や被害の広がりが異なることが挙げ

られる。東日本地震は M9.0 であったが、能登半島地震は M7.6 であった。そして、南

海トラフ地震は M9.1 と予想されている。被害拡大エリアの違いも指摘されている。

能登半島地震では災害救助法の適用は 47 市町村に及ぶが、南海トラフ大地震では防

災対策推進地域は 707 市町村に及ぶ。 

また、住宅に関して、全国平均の耐震化率が 87％であるのに対して、能登半島地震

が直撃した珠洲市では 51％、輪島市 45％となっており、住民の高齢化などにより耐

震化が進んでいなかったことが被害の拡大につながったのではないかとの指摘もあ

る。そして、水道の復旧が遅れたことが、被災住民の過酷な生活状況を深刻化させ

た。そのような意味で、ハード面では、木造住宅や水道設備の老朽化・脆弱性が被害

を拡大・深化させたと言える。とくに、1981 年以前の旧耐震基準の木造住宅が南海ト

ラフ大地震の直撃を受けた場合、１階が約８秒でつぶれてしまう危険性が指摘されて

いる。 

能登半島地震では、ライフラインや交通・通信切断による地域の孤立化に加えて、

医療・福祉対応の不十分さ、避難所体制の不十分さ、災害関連死の拡大、復興支援の

拡大も、課題として浮き彫りになった。被災前と被災後の個別ケースマネジメントが

重要になる（どう逃げるか、どう支えるか）。能登半島地震では、珠洲市公立病院に

おいて災害訓練時の約 10 倍の傷病者数により、３分の１しか対応できないことが報

道されており、輪島市の公立病院の看護師の 21％が離職し、石川県内の介護施設はほ

ぼ満床であり、DMAT（災害派遣医療チーム）がオムツ交換や食事介助に追われ、避難

所の不足や暖房等の機能マヒが発生していることが明らかにされている。すなわち、

平時の医療・福祉資源の乏しさと対応力の弱さが、災害時において拡大・深刻化する

ことが教訓として学び取れる。 

そして、東日本地震被災地域では災害関連死の 21％が障害者手帳所持者であること

が明らかにされており、障害者の全国的な人口比（９％）と比べても、要援護者に被

害が集中していることがわかる。また、東日本震災の６～11 か月後、中程度以上の精

神健康上の問題をもつ人が 42％にのぼることも明らかにされており、災害によって要

援護者が増加することも学び取れる。さらに、東日本地震被災地域の復興には、10 年

以上も要して継続しており、要援護者だけではなく「要援護地域」が継続的に拡大す

ることも教訓となっている。現状では、四国各県・各地域において、南海トラフ大地

震からいかに逃げて被災を減らすか、ということが注目されがちであり、それも大切

なことではあるが、災害後のコミュニティづくりという長期的な課題にも眼を向けて
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いく必要がある。その意味でも、平時のコミュニティづくりの経験が、災害後のコミ

ュニティ再建にも生かされる側面がある。 

地震による津波到達最短速度の違いもある。東日本地震では 25 分であったが、能

登半島地震では、最大の津波傷跡高４～５ｍ、富山市の第１波到達速度は３分であっ

た。南海トラフ大地震では、高知県黒潮町では最大津波高 30m と予想されており、ま

た高知県内の津波到達最短速度は３分と予想されている。避難場所に間に合うのか、

避難場所に（誰と）行けるのか、そもそも（安全に行ける）避難場所があるのか、と

いう個別ケースマネジメントやケース検討会が重要になる。その意味でも、高知県日

高村や徳島県美波町の取り組みは、災害時の個別支援モデルを提示している、と言え

よう。 

 

 

（当事業の調査研究委員会委員長に、事業を総括しての分析・考察をご執筆いただき、

掲載したものです。） 
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そ
の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
 

 Q
8
 
Q
7
で

選
択

し
た

実
行
体

制
に
か

か
わ
っ

て
い
る

主
体
と

の
役
割

分
担
は

決
め
ら

れ
て
い

ま
す
か

。
最

も
近

い
と
思

わ
れ
る

も
の
に

〇
を
つ

け
て
く

だ
さ
い

。
 

１
 
団

体
ご
と

に
明
確

に
決
め

ら
れ
て

い
る
 

 
 

２
 
役

割
が
決

め
ら
れ

て
い
る

団
体
と

そ
う
で

な
い
団

体
が
あ

る
 

３
 
特

に
明
確

な
役
割

分
担
を

決
め
て

い
な
い

 

４
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）

 

   
 

4 

Q
9
 

連
携

に
お

け
る

課
題

に
は

ど
の

よ
う

な
も

の
が

あ
り

ま
す

か
。

当
て

は
ま

る
も

の
を

す
べ

て
選

ん
で

〇
を

つ
け
て

く
だ
さ

い
。
ま

た
、
具

体
的
に

課
題
と

認
識
し

て
い
る

内
容
に

つ
い
て

、
下

の
自
由

記
述
欄

に

ご
記

入
く
だ

さ
い
。

 

１
 
災

害
種
類

別
の
対

応
が
難

し
い
 

２
 
個

人
情
報

等
の
管

理
が
難

し
い
 

３
 
住

民
組
織

等
と
の

連
携
が

難
し
い

 

４
 
福

祉
施
設

・
専
門

職
等
と

の
連
携

が
難
し

い
 

５
 
地

域
住
民

の
担
い

手
確
保

が
難
し

い
 

６
 
専

門
職
等

の
確
保

が
難
し

い
 

７
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

）
 

（
自
由

記
述
）

 

       

 
 

 

Q
10

 
災

害
時
の
要

配
慮

者
へ

の
支

援
体
制

の
構
築

に
あ

た
り
、

今
後
、

特
に
連

携
を
深

め
る
必

要
が
あ

る

と
考

え
る
関

係
者
を

最
大
３

つ
ま
で

選
ん
で

、
番
号

に
〇
を

つ
け
て

く
だ
さ

い
。
 

１
 
市

町
村
防

災
担
当

部
局
 

 
 
２

 
市
町

村
福
祉

担
当
部

局
 
 

 

３
 
市

町
村
の

そ
の
他

の
部
局

（
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）

 

４
 
消

防
署
 

 
 
 

 
 
 

 
 
５

 
警
察

 

６
 
社

会
福
祉

協
議
会

 
 
 

 
 
７

 
地
域

包
括
支

援
セ
ン

タ
ー
 

８
 
介

護
サ
ー

ビ
ス
事

業
所
 

 
 
９

 
障
害

福
祉
サ

ー
ビ
ス

事
業
所

 

1
0
 

自
治
会
・

町
内
会

 
 
1
1
 
民

生
委

員
・

児
童
委

員
 
 

 
 
1
2
 
自

主
防

災
組

織
 

1
3
 

消
防
団
 

 
 
 

 
 
1
4
 
福

祉
関

係
団

体
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法

人
 
 

 
 

1
5
 

そ
の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
 

 Q
11

 
Q
1
0
で
選

択
し

た
関
係

者
と
、

具
体
的

に
ど
の

よ
う
な

連
携
が

で
き
る

と
よ
い

と
思
い

ま
す
か

。
 

（
自
由

記
述
）

 

      



5 

（
５

）
避
難

行
動
要

支
援
者

名
簿
お

よ
び
個

別
避
難

計
画
に

つ
い
て

 

 Q
1
2
 

貴
市

町
村

で
は

避
難

行
動

要
支

援
者

名
簿

に
記

載
の

対
象

者
に

つ
い

て
全

員
の

「
個

別
避

難
計

画
」

を
作

成
し
て

い
ま
す

か
。
当

て
は
ま

る
も
の

を
１
つ

選
ん
で

番
号
に

〇
を
つ

け
て
く

だ
さ
い

。
 

１
 
全

員
作
成

済
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
２
 

作
成
は

名
簿
記

載
者
の

概
ね
５

割
以
上

 

３
 
作

成
は
名

簿
記
載

者
の
５

割
未
満

 
 
 

 
４
 

作
成
し

て
い
な

い
 

 （
１

，
２
，

３
に
〇

の
場
合

）
 

S
Q1
2
-
1
 

貴
市

町
村

に
お
け

る
「

個
別
避

難
計

画
」

の
作

成
に

は
ど

の
よ

う
な

主
体

が
か

か
わ

っ
て

い

ま
す

か
。
以

下
の

各
段

階
に

お
い

て
、

主
な

も
の

を
選

択
肢

欄
の

内
容

か
ら
５

つ
ま

で
選

ん
で

回
答

欄

に
番

号
を

ご
記
入

く
だ
さ

い
 
。
 

個
別

避
難
計

画
の
作

成
の
段

階
 

回
答

欄
（

そ
れ
ぞ

れ
5
つ
ま

で
）

 

新
た
な

避
難
行

動
要
支

援
者
の

把
握
 

 

個
人
情

報
提
供

に
関
す

る
避
難

行
動
要

支
援
者

へ
の
同

意
の
取

得
 

 

個
別

避
難

計
画

の
作

成
に

関
わ

る
避

難
行

動
要

支
援

者
の

情
報

（
健
康

状
態
等

を
含
む

）
の
確

認
 

 

支
援
者

と
の
マ

ッ
チ
ン

グ
 

 

個
別
避

難
計
画

の
作
成

に
関
わ

る
避
難

先
や
避

難
経
路

の
確
認

 
 

 

【
選
択

肢
】
 

１
 
市

町
村
防

災
担
当

部
局
 

 
 
２

 
市
町

村
福
祉

担
当
部

局
 
 

 

３
 
市

町
村
の

そ
の
他

の
部
局

（
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）

 

４
 
消

防
署
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

５
 
警

察
 

６
 
対

象
者
本

人
 
 

 
 
 

 
 
 

７
 
地

域
住
民

（
支
援

者
）
 

 
 

８
 
介

護
支
援

専
門
員

（
ケ
ア

マ
ネ
ジ

ャ
ー
）
・
相

談
支

援
専

門
員
 

９
 
地

域
包
括

支
援
セ

ン
タ
ー

 
 
 

 
1
0
 

介
護
サ

ー
ビ
ス

事
業
所

 
 
 

1
1
 
障

害
福
祉

サ
ー
ビ

ス
事
業

所
 
 

 
1
2
 

社
会
福

祉
協
議

会
 
 

 
 
 

 

1
3
 
自

治
会
・

町
内
会

 
 
1
4
 

民
生
委

員
・

児
童
委

員
 
 

 
 
1
5
 

自
主
防

災
組

織
 

1
6
 
消

防
団
 

 
 
 

 
 
1
7
 

福
祉
関

係
団

体
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法

人
 
 

 
 

1
8
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
 

  
 

6 

（
全

員
に
お

伺
い
し

ま
す
）

 

Q
13

 
「

個
別
避
難

計
画
」

の
作

成
に

あ
た

っ
て
の

課
題
は

、
ど
の

よ
う
な

と
こ
ろ

で
す
か

。
当
て

は
ま
る

も
の

を
す
べ

て
選
ん

で
〇
を

つ
け
て

く
だ
さ

い
。
 

（
①

 対
象
者

個
別
の

計
画
に

関
す
る

項
目
）

 

１
 
対

象
者
の

同
意
が

得
ら
れ

な
い
 

 
 
 

 
 

２
 
対

象
者
の

把
握
が

難
し
い

（
避
難

行
動
要

支
援
者

名
簿
の

作
成
が

難
し
い

）
 

３
 
支

援
者
の

確
保
が

難
し
い

 
 
 

 
 
 

 
 

４
 
避

難
経
路

の
検
討

が
難
し

い
 

５
 
避

難
場
所

の
確
保

が
難
し

い
 

６
 
支

援
が
必

要
と
さ

れ
る
人

全
員
に

つ
い
て

作
成
が

で
き
て

い
な
い

 

７
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
 

８
 
特

に
な
い

 

 （
②

 連
携
・

情
報
管

理
に
関

す
る
項

目
）
 

１
 
災

害
種
類

別
の
対

応
が
難

し
い
 

２
 
個

人
情
報

等
の
管

理
が
難

し
い
 

３
 
計

画
内
容

の
更
新

・
見
直

し
が
難

し
い
 

４
 
住

民
組
織

等
の
協

力
を
十

分
に
得

る
こ
と

が
難
し

い
 

５
 
住

民
組
織

等
に
計

画
協
力

の
た
め

の
人
員

が
不
足

し
て
い

る
 

６
 
介

護
サ
ー

ビ
ス
事

業
所
・

障
害
福

祉
事
業

所
等
の

協
力
を

十
分
に

得
る
こ

と
難
し

い
 

７
 
介

護
サ
ー

ビ
ス
事

業
所
・

障
害
福

祉
事
業

所
等
に

計
画
協

力
の
た

め
の
人

員
が
不

足
し
て

い
る
 

８
 
市

町
村
職

員
自
身

の
関
与

が
難
し

い
 

９
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）

 

1
0
 

特
に
な
い

 

 Q
14

 
個

別
避

難
計

画
の

作
成

に
お

け
る

工
夫

や
計

画
の

実
効

性
を

高
め

る
た

め
に

行
っ

て
い

る
工

夫
等

が
あ

れ
ば
ご

記
入
く

だ
さ
い

。
 

（
自
由

記
述
）

 

         

 



7 

（
６

）
要
配

慮
者
の

地
域
の

中
で
の

認
識
、

把
握
に

つ
い
て

 

Q
15

 
貴

市
町
村
内

で
「
個

別
避
難

計
画
」

の
作

成
の
対

象
と
な

ら
な
い

（
避
難

行
動
要

支
援
者

名
簿
に

掲

載
さ

れ
て
い

な
い
）
も

の
の
、
災

害
時
に

配
慮
が

必
要
と

考
え
ら

れ
る
方

々
（

要
配

慮
者
、
例

え
ば

、
要

介

護
度

の
低
い

高
齢
者

、
介

護
認

定
を
受

け
て
い

な
い
高

齢
者
等

）
に

つ
い
て

、
地

域
の

中
で
、
お

互
い
に

認

識
さ

れ
て
い

た
り
、

把
握
さ

れ
た
り

す
る
仕

組
み
（

例
え
ば

、
「

地
域

で
お

互
い
が

わ
か
る

名
簿
の

よ
う
な

も
の

が
作
ら

れ
て
い

る
」「

地
域
で

の
集
ま

り
の
場

が
あ
る

」
な
ど

の
取
り

組
み
）
が

あ
る
と

思
い
ま

す
か
。

も
っ

と
も
近

い
と
思

わ
れ
る

も
の
に

〇
を
つ

け
て
く

だ
さ
い

。
 

１
 
ほ

ぼ
全
て

の
地
区

で
、
お

お
む
ね

認
識
、

把
握
さ

れ
て
い

る
と
思

う
 

２
 
一

部
の
地

区
で
は

、
認
識

、
把
握

さ
れ
て

い
る
と

思
う
 

３
 
お

互
い
に

認
識
し

て
お
ら

ず
、
把

握
す
る

仕
組
み

も
な
い

地
区
が

多
い
と

思
う
 

４
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）

 

 （
１

，
２
に

〇
の
場

合
）
 

S
Q1
5
-
1
 

ど
の

よ
う

な
方
法

で
、

認
識
、

把
握

さ
れ

て
い

ま
す

か
。

一
部

の
地

区
の

例
で

も
か

ま
い

ま

せ
ん

。
も

と
も
と

地
域
に

あ
る
仕

組
み
で

も
結
構

で
す
。

具
体
的

に
ご
記

入
く
だ

さ
い
。

 

（
自
由

記
述
）

 

         

 （
全

員
に
お

伺
い
し

ま
す
）

 

Q
16

 
対

象
者
の
把

握
に
あ

た
っ
て

の
課
題

は
、
ど

の
よ
う

な
と
こ

ろ
で
す

か
。
当

て
は
ま

る
も
の

を
す
べ

て
選

ん
で
〇

を
つ
け

て
く
だ

さ
い
。

 

１
 
対

象
者
の

同
意
が

得
ら
れ

な
い
 

２
 
個

人
情
報

等
の
取

扱
い
が

難
し
い

 

３
 
住

民
や
住

民
組
織

等
の
意

識
が
高

く
な
い

 

４
 
他

地
域
か

ら
の
流

入
や
意

識
の
変

化
等
に

よ
り
地

域
と
の

か
か
わ

り
が
な

い
人
が

増
え
た

 

５
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
）
 

６
 
特

に
な
い

 

  
 

8 

（
７

）
災
害

に
備
え

た
活
動

・
地
域

づ
く
り

に
つ
い

て
 

Q
17

 
貴

市
町
村
に

お
い
て

、
災
害

時
に
備

え
た
活

動
と
し

て
、
地

区
等
に

よ
っ
て

行
わ
れ

て
い
る

内
容
に

つ
い

て
、
当

て
は
ま

る
も
の

に
つ
い

て
す
べ

て
選
ん

で
〇
を

つ
け
て

く
だ
さ

い
。
 

１
 
避

難
訓
練

 

２
 
避

難
に
関

連
し
た

地
域
で

の
勉
強

会
・
集

会
等
の

実
施
 

３
 
避

難
経
路

・
避
難

場
所
等

の
状
況

確
認
 

４
 
災

害
に
備

え
る
た

め
の
情

報
提
供

・
啓
発

活
動
の

実
施
 

５
 
災

害
に
備

え
る
た

め
の
物

資
等
の

提
供
 

６
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

）
 

 Q
18

 
災

害
時

に
備

え
た

活
動

を
充

実
さ

せ
る

た
め

に
行

っ
て

い
る

工
夫

や
平

時
か

ら
の

地
域

づ
く

り
に

つ
な

が
っ
て

い
る
事

例
等
が

あ
れ
ば

ご
記
入

く
だ
さ

い
。
 

（
自
由

記
述
）

 

   

 Q
19

 
上

記
の
活
動

を
進
め

る
に
あ

た
り
、

課
題
と

な
る
点

に
つ
い

て
、
当

て
は
ま

る
も
の

に
つ
い

て
す
べ

て
選

ん
で
〇

を
つ
け

て
く
だ

さ
い
。

 

１
 
対

象
者
へ

の
意
識

啓
発
 

２
 
地

域
住
民

の
意
識

向
上
 

３
 
支

援
者
の

確
保
 

４
 
関

係
団
体

と
の
連

携
 

５
 
情

報
提
供

の
充
実

 

６
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

）
 

 Q
20

 
県

や
国
に
求

め
る
支

援
と
し

て
、
望

む
も

の
を
す

べ
て
選

ん
で
番

号
に
〇

を
つ
け

て
く

だ
さ

い
。
特

に
望

む
も
の

２
つ
に

◎
を
つ

け
て
く

だ
さ
い

。
 

１
 
県

内
市
町

村
間
の

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

構
築
へ

の
支
援

 

２
 
モ

デ
ル
地

域
設
定

に
よ
る

普
及
・

推
進
へ

の
支
援

 

３
 
計

画
策
定

時
の
課

題
を
解

決
し
て

い
る
事

例
の
紹

介
 

４
 
市

町
村
全

体
へ
の

普
及
に

向
け
て

の
方
策

の
紹
介

 

５
 
支

援
者
等

担
い
手

の
確
保

・
担
い

手
へ
の

研
修
等

人
材
育

成
へ
の

支
援
 

６
 
福

祉
避
難

所
の
確

保
に
対

す
る
支

援
 

７
 
専

門
職
等

と
の
連

携
支
援

 

８
 
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
）

 

 

ご
多

忙
の

と
こ
ろ

、
ご
協

力
い
た

だ
き
ま

し
て
あ

り
が
と

う
ご
ざ

い
ま
し

た
。
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 告 会 資 料 





時間 プログラム（予定）

１３：３０
【ご挨拶】 四国厚生支局
【事業全体概要の報告】 田中きよむ（高知県立大学 社会福祉学部 教授）

１３：５０
【アンケート結果の報告】
災害時でも安心して住み続けられる地域づくり政策に関する市町村アンケート結果の報告

１４：１０

【事例紹介】 四国内の先導的な活動に関する事例報告

• 徳島大学 人と地域共創センター 学術研究員 井若 和久

• 高知県日高村社会福祉協議会 事務局長 浜永 鈴美

• 愛媛県 保健福祉部 社会福祉医療局 保健福祉課 企画係長 越智 一浩

１４：５５ 休憩

１５：１０

【パネルディスカッション】 地域で安心して暮らし続けるための支援体制づくりを目指して

＜予定＞

• コーディネーター ： 田中きよむ

• 事例紹介者、調査研究事業検討委員等

開 催 日 時 令和 ６年 ２月 28日（水）
１３：３０～１６：３０ （開場１３：００）

配 信 方 法 Zoom ウェビナー

定 員 450名

参 加 費 無料

主 催 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

協 力 厚生労働省四国厚生支局

地域で安心して暮らし続けるためには、災害に備えることが不可欠ですが、過疎化や高齢化の進展に
伴い、地域住民の主体的な取り組みや、避難行動要支援者を含めた支援など地域の福祉と連携した取
り組みの必要性が高まっています。

この報告会では、四国内で活発にご活動されている取り組み事例を学びながら、災害時でも安心して
住み続けられる地域づくりについて考えていきたいと思います。四国以外の方にもきっとご参考になる内
容ですので、ふるってご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。

報告会の概要

プログラム

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 政策研究事業本部お問い合わせ先

中山間地域において災害時でも安心して住み続けられる
地域づくり政策に関する調査研究事業 オンライン報告会

～地域で安心して暮らし続けるための支援体制づくりを目指して～

令和５年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業

対 象 者

• 全国の都道府県・市町村職員
• 社会福祉協議会職員
• 地域包括支援センター職員
• ケアマネジャー、介護施設・事業所職員
• 福祉施設・事業所職員
• 民生委員・児童委員
• 自主防災組織・消防団
• 災害時でも安心して住み続けられる地域

づくりにご関心のある市民の方
等
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令和５年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 

中山間地域において災害時でも安心して住み続けられる 

地域づくり政策に関する調査研究事業 

報 告 書 

 
令和６（2024）年３月 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 

 
 




